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 第16回  熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化 

対策特別委員会会議記録 

 

平成30年６月21日（木曜日） 

            午前９時58分開議 

            午後０時44分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1)有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

(2)地球温暖化対策に関する件について 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員（13人） 

        委 員 長  山 口   裕 

        副委員長  浦 田 祐三子 

        委   員 西 岡 勝 成 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員  田 大 造 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 山 本 伸 裕 

欠席委員（１人） 

        委  員 小 杉   直 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 田 中 義 人 

        環境局長 久 保 隆 生 

      環境政策課長 横 尾 徹 也 

    環境立県推進課長 橋 本 有 毅 

環境保全課長 緒 方 和 博 

      自然保護課長 古 家 宏 俊 

循環社会推進課長 城 内 智 昭 

 企画振興部 

        審議員兼 

   交通政策課課長補佐 江 橋 倫 明 

 商工観光労働部 

     新産業振興局長 村 井 浩 一 

      産業支援課長 末 藤 尚 希 

   エネルギー政策課長 坂 本 公 一 

 農林水産部 

部 長 福 島 誠 治 

      農村振興局長 西 森 英 敏 

        水産局長 木 村 武 志 

農林水産政策課長 千 田 真 寿 

農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

農地整備課長 福 島 理 仁 

森林整備課長 松 木   聡 

水産振興課長 山 田 雅 章 

漁港漁場整備課長 菰 田 武 志 

水産研究センター所長 中 野 平 二 

 土木部 

総括審議員兼 

河川港湾局長 永 松 義 敬 

土木技術管理課長 田 尻 雅 裕 

審議員兼 

都市計画課課長補佐 守 屋 芳 裕 

下水環境課長 渡 辺 哲 也 

河川課長 竹 田 尚 史 

  港湾課長 松 永 清 文 

  建築課長 松 野 秀 利 

 教育委員会事務局 

      義務教育課長 髙 本 省 吾 

 企業局 
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      総務経営課長 西 浦 一 義 

        工務課長 伊 藤 健 二 

 警察本部 

      交通部参事官 森   教 烈 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 孔 明 

   政務調査課主幹   西 野 房 代 

 

     ――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○山口裕委員長 皆様おはようございます。 

 開会に先立ちまして、御報告いたします。 

 本日は、小杉委員が欠席であります。 

 それでは、ただいまから第16回有明海・八

代海再生及び地球温暖化対策特別委員会を開

催します。 

 議事に先立ちまして、本委員会のメンバー

でありました故村上委員の御冥福をお祈りし

て、黙祷をささげたいと思います。 

 皆様御起立をお願いします。 

  (起立) 

○山口裕委員長 黙祷。 

  (黙祷) 

○山口裕委員長 黙祷を終わります。御着席

ください。 

 本委員会に１名の傍聴の申し込みがあって

おりますので、これを認めることといたしま

す。 

 平成30年度初めての特別委員会の開催でご

ざいますので、私のほうから一言御挨拶をさ

せていただきます。 

 委員長の山口でございます。 

 本日は、皆様におかれましては、御承知の

とおり、有明海・八代海の環境保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に関す

る件、地球温暖化対策に関する件、この大き

な案件を２つ担っている特別委員会でござい

ます。 

 今後１年間、委員の皆様を初め、執行部の

皆様、浦田副委員長とともに、特別委員会の

円滑な運営に努めてまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 簡単ではございますが、御挨拶とさせてい

ただきます。 

 それでは、副委員長からも一言御挨拶をお

願いしたいと思います。 

 

○浦田祐三子副委員長 おはようございま

す。 

 副委員長の浦田祐三子でございます。 

 この１年間、山口委員長を微力ながら精い

っぱい補佐させていただきまして、円滑なる

委員会運営に努めてまいりたいと思いますの

で、どうか、委員各位、そして執行部の皆様

方におかれましては、御協力を賜りますよう

にお願い申し上げまして、簡単ではございま

すが、一言御挨拶とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

○山口裕委員長 それでは、執行部関係部課

職員の自己紹介を受けたいと思います。 

 自己紹介名簿の順に自席からお願いいたし

ます。 

  (田中環境生活部長、久保環境局長～森

   交通部参事官の順に自己紹介) 

○山口裕委員長 ありがとうございました。 

 なお、自己紹介をいただいていない職員の

方については、お手元に配付しております委

員会資料の関係部課幹部職員名簿のとおりで

ございます。 

 次に、執行部を代表して、田中環境生活部

長から御挨拶をお願いします。 

 

○田中環境生活部長 環境生活部長の田中で

ございます。 

 先ほど黙祷がございましたが、挨拶に入り

ます前に、長きにわたり有明海、八代海の再

生に御尽力を賜りました故村上寅美先生の御

逝去を悼み、村上先生の御指導に対しまして
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深く感謝を申し上げますとともに、心から御

冥福をお祈り申し上げます。 

 それでは、執行部を代表いたしまして御挨

拶を申し上げます。 

 県議会におかれましては、有明海・八代海

の再生及び地球温暖化対策の２項目につきま

して、特別委員会において御審議を賜ってお

り、厚く御礼を申し上げます。 

 まず、有明海・八代海の再生につきまして

は、平成15年３月に策定した有明海・八代海

等再生特別措置法に基づく県計画と、平成16

年２月の県議会からの御提言に沿って、森林

の整備や生活排水対策、漁場環境の改善な

ど、川上から川下、そして海に至る総合的な

対策に取り組んでおります。 

 その結果、まだまだ低水準ではございます

が、アサリの漁獲量に回復傾向が見られると

ともに、昨年度のノリ養殖の生産額は、この

10年間で平成28年度に次ぐ生産額となりまし

た。しかしながら、魚類や二枚貝の漁獲量は

依然として低迷しており、再生は道半ばでご

ざいます。 

 昨年３月には国の総合調査評価委員会の報

告書が公表されましたが、本県が求めてきた

抜本的な再生方策までは示されませんでし

た。引き続き総合調査評価委員会による再生

に向けた検討が行われるとのことであり、評

価委員会の動きを注視してまいります。 

 あわせて、抜本的な再生方策の検討、実施

を今後も国に求めていくとともに、特別委員

会での御審議を踏まえ、引き続き、有明海、

八代海の再生に向け、精いっぱい取り組んで

まいります。 

 次に、地球温暖化対策につきましては、平

成21年３月の県議会からの御提言を受け、翌

年に熊本県地球温暖化の防止に関する条例を

制定し、くまもとらしいエコライフの県民運

動を初め、各種対策を進めております。 

 平成27年12月に開催された国連気候変動枠

組条約締約国会議、いわゆるＣＯＰ21におい

て、産業革命前からの気温上昇を２度Ｃ未満

に抑えるという共通の目標に向け、世界各国

が協調して取り組むことを定めたパリ協定が

採択され、平成28年11月に発効いたしまし

た。 

 国においては、パリ協定において提出した

平成42年度までに温室効果ガス排出量を平成

25年度比で26％削減するという目標を着実に

実施していく方針でございます。 

 本県においては、第５次熊本県環境基本計

画において、国と同じ期間で30％削減すると

いう国より高い目標を掲げております。 

 引き続き、低炭素社会の実現に向けた県議

会の御提言に沿い、目標の達成に向け、家庭

や企業など県全体での取り組みを進め、温室

効果ガスの排出削減に一層取り組んでまいり

ます。 

 本日は、今年度初めての御審議でございま

すので、これまでの経緯や現状と今後の取り

組みなどについて御説明申し上げます。 

 詳細につきましては、この後、関係課長が

御説明いたしますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

 

○山口裕委員長 では、お手元に配付の委員

会次第に従い、付託調査事件を審議させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 議題１、有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件及び２、地球温暖化対策に関する件

について、一括して執行部から説明を受け、

その後、質疑は議題ごとに行いたいと思いま

す。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いします。 

 また、説明者は着座にて説明をお願いいた

します。 

 では、順次、執行部から説明をお願いいた

します。 
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 まず、有明海・八代海の環境の保全、改善

及び水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件について、①有明海・八代海の再生に

係る現状等について説明をお願いいたしま

す。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海の再生に係る現状等につい

てでございますが、説明は主にゴシック体で

記載した箇所を中心に説明させていただきま

す。 

 まず、１のこれまでの経緯等についてです

が、平成12年７月から翌年にかけて発生した

赤潮被害を契機とし、(2)②に記載のとお

り、平成13年９月、当時の環境対策特別委員

会からの提言等を踏まえ、有明海・八代海再

生に向けた総合計画を策定しました。 

 ③ですが、地元の要望等を受け、特別措置

法が、平成14年11月に成立し、④ですが、国

の基本方針に沿って、改めて特別措置法に基

づく熊本県計画を策定しました。 

 10ページをお願いします。 

 ⑤ですが、平成15年６月定例県議会で特別

委員会が設置され、翌年２月定例県議会で、

県計画を着実に実施するための提言がなされ

ました。 

 次に、(3)国の動向ですが、①の促進協議

会が特別措置法に基づき組織され、関係６省

庁と関係６県が連携をとりながら必要な協議

を行っています。 

 ②有明海・八代海等総合調査評価委員会

は、特別措置法に基づき設置されているもの

で、平成23年10月から審議が再開され、昨年

３月に報告書が取りまとめられました。 

 ことし３月、この評価委員会報告後、初め

ての評価委員会が開催され、２つの小委員会

の設置や今後のスケジュール等が決められま

した。 

 今後のスケジュールですが、評価委員会報

告を踏まえて実施される再生方策や調査、研

究開発について、その実施状況や成果等を把

握、検討し、再生に係る評価を行うこと、ま

た、毎年度、これらを小委員会で作業し、そ

の結果を評価委員会で審議するとともに、評

価委員会報告からおおむね５年をめどに中間

的な取りまとめを目指すとされたところで

す。 

 11ページをお願いします。 

 ③の有明海漁場環境改善連絡協議会でござ

いますが、沿岸４県及び４県漁業者が構成員

となっています。平成27年度からは、４県協

調のもと、二枚貝類等の浮遊幼生調査や漁場

環境改善の実証事業などに取り組んでいま

す。 

 (4)でございますが、関係６県で有明海・

八代海等再生推進連絡協議会を設置し、情報

の共有や国への要望活動等を関係県連携のも

と実施しています。直近では、評価委員会報

告書が昨年３月に公表されたものの、具体的

な再生手順等が示されなかったことなどか

ら、昨年５月に関係省庁に対し、具体的な再

生手順の提示や再生方策実施のためのスキー

ムづくり等を求めたところです。 

 (5)の県の取り組みですが、これまで提言

された方向性に沿って、以下に記載しており

ます諸施策を実施し、一定の成果が上がって

いるものもありますが、再生に向けて引き続

き取り組んでいく必要があると考えていま

す。 

 昨年度は、庁内関係課で構成する有明海・

八代海等再生推進チームを中心に議論し、関

係省庁に対して提案、要望を行ったところで

すが、今後も関係県とも連携しながら、国が

主体となった再生策の検討、実施を求めてま

いります。 

 なお、御参考までに、16ページに「別紙

１」として特別措置法の概要を、18ページに

「別紙２」として県計画の概要を添付してお
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ります。 

 これまでの経緯等につきまして、説明は以

上でございます。 

 

○緒方環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 引き続き12ページをお願いします。 

 ２の有明海・八代海の水質の状況について

御説明いたします。 

 公共用水域に係る水質監視につきまして

は、水質汚濁防止法に基づき、熊本市など関

係機関と協議の上、水質測定計画を策定し、

常時監視を行っております。また、測定結果

につきましては、翌年度前半までに取りまと

めて公表しています。 

 環境基準の達成状況でございますが、海の

汚濁の指標であるＣＯＤ及び富栄養化の指標

である全窒素、全リンともに、近年若干の変

動はあるものの、ほぼ横ばいで推移している

状況にあります。 

 まず、(1)の水質の常時監視体制等でござ

いますが、枠囲みにありますように、ＣＯ

Ｄ、全窒素、全リンの項目ごとに、有明海、

八代海を幾つかの水域に分けて、分類した水

域に環境基準点45地点を設定し、年間６回か

ら15回の測定を実施しております。 

 (2)の環境基準の達成状況でございます。 

 右下の枠に環境基準の基準値を記載してお

ります。 

 まず、アの健康項目、いわゆる人の健康の

保護に関する項目で、カドミウムなど22項目

でございますが、全ての水域で適合しており

ました。 

 次に、イの海の汚濁の指標でありますＣＯ

Ｄ、これは化学的酸素要求量と申しますけれ

ども、環境基準の達成状況でございますが、

有明海では、７水域のうち６水域が適合し、

環境基準の達成率は85.7％、八代海では、11

水域のうち10水域が適合し、90.9％となって

おります。 

 ウの富栄養化の指標であります全窒素、全

リンでございますが、有明海、八代海とも

に、３水域のうち２水域が適合し、環境基準

の達成率は66.7％でございました。 

 13ページをお願いします。 

 図１に、項目ごとの濃度の経年変化を折れ

線グラフで掲載しております。黒丸が有明

海、白抜きの四角が八代海ですが、両海域と

も変動はあるものの横ばい状態にあり、有明

海よりも八代海がやや低い濃度で推移してお

ります。 

 次に、(3)有明海・八代海への汚濁物質の

流入削減対策についてでございます。 

 環境基準を達成していない水域もあること

から、引き続き、関係各県を含め、関係各機

関と連携して取り組みを行います。 

 特に、海域環境への負荷の削減を目的に条

例を改正し、平成20年４月から事業場排水か

らの排水規制区域の拡大や厳しい排水基準の

設定など、事業場からの排水対策を強化して

いるところでございます。 

 水質の状況は以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 14ページをお願いいたします。 

 ３の有明海・八代海の漁業生産の状況、い

わゆるとる漁業についてでございます。 

 最下段のグラフをお願いいたします。 

 左側に魚類、右側にアサリの漁獲量の平成

元年からの推移を記載しております。黒丸が

有明海、白丸が八代海です。 

 左の魚類漁獲量は、有明海では、平成28年

は1,000トンで、横ばいから漸減傾向が続い

ております。八代海では、ここ数年8,000ト

ン程度で、横ばい傾向で推移しておりました

が、28年は6,885トンと、若干減少をしてお

ります。アサリについては、平成28年は、両

海域を合わせて348トン程度の生産となって
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います。 

 平成29年は、資源管理や耕うんなどの漁場

改善、有害生物駆除などの取り組みに加え、

自然環境にも恵まれたことにより、平成26年

から27年にかけて発生しましたアサリ稚貝が

商品サイズに成長したことから、655トンと

昨年度を大きく上回る漁獲が行われておりま

す。 

 次に、15ページをお願いいたします。 

 養殖業の生産状況ですが、下段のグラフを

ごらんください。 

 左側がノリ養殖、右側が魚類養殖の平成８

年からの推移です。 

 左のノリ養殖は、ほとんどが黒丸の有明海

での生産となっており、近年10億枚前後の生

産が続いております。 

 平成29年漁期は、11月の育苗期から12月の

生産期にかけて海水温が適水温で推移したこ

とから成長が順調であり、病害の大きな被害

もありませんでしたが、12月下旬以降は、冷

凍網の生産において寒波の影響が見られまし

た。生産量は９億5,000万枚で、平年比では

87％でしたが、生産金額は、単価が高目であ

ったことから、平成20年以降、昨年に次ぐ２

番目となる115億円で、平年比117％となって

おります。 

 魚類養殖ですが、白四角で示されたものが

マダイです。平成27年は、生産量は１万420

トン、28年の生産量は１万254トンと、２年

連続で１万トンを超えております。これは、

ここ数年、魚体サイズの大きいものの需要が

高まってきていることから、生産量も増加傾

向にあると考えております。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、②有明海・八代海再

生に係る提言への対応について説明をお願い

します。 

 

○橋本環境立県推進課長 21ページをお願い

いたします。 

 平成16年２月に、当時の有明海・八代海再

生特別委員会からいただきました提言に沿い

まして、県で取り組んでおります施策等を一

覧にしております。 

 今回は、今年度初めての委員会でございま

すので、これらの各施策につきまして、各担

当課から順次説明させていただきます。 

 なお、この資料では、まず、黒丸をつけて

おります施策について説明し、その後、二重

丸をつけております各海域ごとの施策につい

て、別冊のほうで御説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○渡辺下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 資料の22ページをお願いいたします。 

 提言項目、海域環境への負荷の削減に係る

施策、生活排水処理施設の整備促進と適切な

維持管理について、施策の概要、平成29年度

の取り組み実績及び今年度の取り組み予定を

御説明いたします。 

 まず、１、施策の概要などの①提言の実現

に向けたこれまでの取り組みですが、平成37

年度末の汚水処理人口普及率を94％に高める

ことを目標に、地域特性に適した生活排水処

理施設の整備を推進し、あわせて、施設の汚

濁負荷削減効果を発揮させるため、下水道・

集落排水施設への接続や浄化槽の適正管理に

ついて、市町村や関係機関と協力し、普及啓

発活動に取り組んでおります。 

 ②課題と今後の方向性につきましては、人

口減少などの社会情勢の変化を踏まえ、効率

的な未普及対策、施設の老朽化に伴う計画的

な改築更新及び効率的な運営管理に取り組ん

でまいります。 

 続きまして、２、平成29年度の取り組み実

績について、表の右の欄で主なものを御説明

いたします。 

 (1)平成28年度末の汚水処理人口普及率
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86.1％の向上に向け、下記のとおり実施いた

しました。 

 (2)流域下水道施設では、施設の管理を最

適化するため、ストックマネジメント計画を

策定いたしました。また、施設の老朽化に伴

う改築更新、耐震対策工事を実施しておりま

す。 

 (3)合併処理浄化槽への転換補助事業につ

きましては、30市町村で759基の転換を実施

しております。 

 なお、熊本地震からの復旧工事につきまし

ては、被災９市町のうち、熊本市、阿蘇市、

嘉島町、益城町を除き工事が完了しておりま

す。 

 次に、３、今年度の取り組み予定でござい

ますが、上記(1)から(5)について、引き続き

取り組んでいくとともに、熊本地震からの早

期復旧に努めてまいります。 

 下水環境課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 普及啓発活動の展開でございます。 

 １の施策の概要等の①のとおり、県下一斉

清掃活動や出前講座などの啓発活動を実施し

ています。 

 ２の平成29年度の取り組み実績ですが、右

側の欄に記載のとおり、(1)では、６月から

11月にかけて、各市町村において河川や海岸

の清掃活動が実施され、県内全域で約３万

2,000人が清掃活動に参加されました。 

 (2)及び(3)ですが、学校等への出前講座や

ＮＰＯや小学校等と連携した河川の水質や生

物の調査等を実施するとともに、(4)です

が、熊本の希少生物や身近な自然環境保全に

係る県民向けの講座を開催しました。 

 ３の今年度の取り組み予定でございます

が、引き続き、上記のとおり、川や海など水

環境の保全等に関心を持ってもらう取り組み

を実施し、県民総ぐるみで有明海、八代海の

再生に向けた機運醸成に努めてまいります。 

 以上でございます。 

 

○緒方環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 24ページをお願いします。 

 左上の提言項目、海域環境への負荷の削

減、工場・事業場の排水対策について御説明

いたします。 

 まず、１の施策の概要等の①提言の実現に

向けたこれまでの取り組みでございますが、

工場、事業場の立入検査による適正な排水指

導を行っております。また、事業場からの排

水について、法より厳しい排水基準を条例で

定め、水質汚濁の防止を図っております。 

 ２の平成29年度の取り組み実績の右側の

欄、②取り組み実績をごらんください。 

 平成29年度は、390事業場に立入検査を実

施し、排水の状況を確認しております。う

ち、排水基準を超過した12事業場に改善指導

を行いました。また、水質測定計画に基づ

き、海域における水質調査を実施しておりま

す。 

 次に、３の平成30年度の取り組み予定でご

ざいますが、引き続き、各保健所を中心とい

たしました計画的な事業場への立入指導と排

水状況等の確認を実施しまして、排水基準の

遵守状況の把握に努めることといたしており

ます。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 農業・畜産対策の農薬・化学肥料の使用量

の削減についてでございます。 

 まず、１の施策の概要等の①提言の実現に

向けたこれまでの取り組みでございます。 
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 肥料や農薬による環境への負荷を軽減する

ため、平成２年度から、農薬や肥料をできる

だけ抑えて農業を行う環境保全型農業に取り

組んでおり、平成23年度からは、新たに環境

に優しい農業をくまもとグリーン農業とし、

県民運動として展開しております。 

 次に、２の平成29年度の取り組み実績の②

でございます。 

 くまもとグリーン農業推進本部などを構成

します関係機関と一緒になって、生産者の意

識啓発と消費者への理解促進に取り組んでお

ります。 

 その結果、(2)でございますが、グリーン

農業に取り組む生産者、そして応援をしてい

ただきます消費者など、その数が順調に増加

をしております。 

 (5)でございますが、環境に優しい農業技

術の実証展示圃を県内11カ所に設置いたしま

して、農薬、肥料の削減技術の普及、定着を

図っております。 

 平成30年度も引き続き、くまもとグリーン

農業の取り組みを進め、農薬、化学肥料使用

量の削減に取り組むこととしております。 

 次に、26ページをお願いいたします。 

 家畜ふん尿の適正管理の継続についてでご

ざいます。 

 まず、１の施策の概要等でございますが、

平成16年から施行されております家畜排せつ

物の管理の適正化及び利用の促進に関する法

律に基づきまして、家畜排せつ物の適正な管

理と利用を推進しております。また、この法

律の対象外でございます小規模農家に対しま

しても、法対象農家と同様に、適正管理を推

進しております。 

 次に、２の平成29年度の取り組み実績の②

でございます。 

 年間を通して不適正処理を防止するため、

巡回指導を実施するとともに、堆肥舎施設整

備など経営形態に応じた対応を指導しており

ます。また、毎年11月を畜産環境保全月間と

位置づけまして、堆肥適正管理の啓発資料を

作成し、畜産農家に配布し啓発を行っており

ます。 

 平成30年度も引き続き、市町村や農業団体

と連携した農家の巡回指導や意識啓発などを

行い、家畜排せつ物の適正な管理を推進いた

します。 

 次に、27ページをお願いいたします。 

 耕畜連携による堆肥の広域流通についてで

ございます。 

 前のページの家畜ふん尿の適正管理と関連

しまして、家畜ふん尿をもとに良質な堆肥を

製造し、耕種農家の土づくりにつなげていこ

うとする取り組みでございます。 

 １の施策の概要等でございますが、県と農

業団体が連携して堆肥共励会などを開催し、

堆肥製造技術の向上を図っております。ま

た、稲わらと堆肥の交換による水田への堆肥

投入の推進や、高齢な耕種農家にかわって堆

肥を散布する組織の整備などを進めておりま

す。 

 次に、２の平成29年度の取り組み実績の②

でございますが、(1)から(5)は、熊本県耕畜

連携推進協議会の構成メンバーであります県

や農業団体が連携しまして、堆肥の共励会や

各種イベント等を通して、良質堆肥の生産や

広域流通などを推進しております。 

 (6)では、県の事業を活用しまして、県内

５カ所に堆肥舎などを整備しております。 

 (7)では、堆肥の生産者と利用者の耕種農

家との情報交換会を開催しまして、堆肥の広

域流通を進めております。 

 平成30年度も引き続き、市町村や農業団体

と連携しまして、良質堆肥の生産と畜産地帯

から耕種地帯への堆肥の広域流通を進めるこ

ととしております。 

 農業技術課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○中野水産研究センター所長 水産研究セン



第16回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年６月21日) 

 

 

 

- 9 - 

ターでございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 養殖場から排出される負荷の削減でござい

ます。 

 魚類養殖由来の環境負荷物質を低減するた

めに、漁場改善計画の策定と給餌管理の徹

底、養殖場から負荷された窒素やリンを吸収

する海藻の養殖を普及させるための養殖技術

の開発に取り組んでまいりました。 

 ２の平成29年度の取り組み実績の②をお願

いいたします。 

 漁場改善計画につきましては、底質調査の

結果に基づき指導を行いました。 

 (2)の給餌管理につきましては、水産研究

センターで行っております魚病診断時に合わ

せて指導を行いました。 

 (3)海藻養殖につきましては、ヒトエグサ

人工採苗網を428枚生産し、８地区に配付

し、うち７地区で順調に出荷が行われまし

た。 

 平成30年度につきましては、引き続き漁場

改善計画に基づく漁場の適正利用、適切な給

餌管理について指導を継続いたします。 

 また、海藻養殖では、ヒトエグサ人工採苗

網の量産のための取り組みとして、里海づく

り協会の技術移転に４月から取り組み、量産

化試験を実施しております。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の29ページをお願いいたします。 

 森林整備の着実な推進でございます。 

 １の施策の概要ですが、森林の有する多面

的機能の持続的な発揮を図る観点から、国の

補助事業等を活用しながら、植栽や下刈り、

間伐などの森林整備を進めています。あわせ

て、県民参加の森づくり活動に対する支援を

行っております。 

 その結果、２の平成29年度の取り組み実績

の右の欄にありますとおり、間伐については

4,324ヘクタールを実施したところです。ま

た、森づくり活動を行う32団体に活動費を助

成し、県民の参加による森林整備活動を展開

しました。 

 本年度は、最下段にもありますとおり、引

き続き各種の補助施策により森林整備を促進

するとともに、県民の森林ボランティア活動

を支援してまいります。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○坂本エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 資料の32ページをお願いいたします。 

 (2)干潟や海底等の保全・改善の②海砂利

採取への対応につきまして、法令の遵守・指

導でございます。 

 １の施策の概要等の①の提言の実現に向け

たこれまでの取り組みでございますが、(2)

の平成25年３月に策定しました有明海・八代

海における海砂利採取に関する方針に基づき

まして、(3)に記載しておりますように、平

成28年度から、民間海砂利採取業者による販

売を伴う海砂利採取を禁止しております。 

 続きまして、２の平成29年度の取り組み実

績でございますが、右側の欄の②取り組み実

績をお願いいたします。 

 海砂利採取の許認可の実績はございませ

ん。また、海砂利超過採取に係る過料等の納

付状況は表に記載のとおりでございます。 

 ３の平成30年度の取り組み予定でございま

すが、海砂利採取に関する方針に基づきまし

て、許認可について適切に対処いたしますと

ともに、過料等の徴収に粘り強く取り組んで

まいります。 

 エネルギー政策課は以上でございます。 

 

○中野水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 39ページをお願いいたします。 
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 調査研究体制の充実についてでございま

す。 

 有明海、八代海の研究を高度化するため、

大学、国の研究所、関係県との共同研究を推

進するとともに、水産研究センターにおいて

の研究の重点化を進めてまいりました。 

 平成29年度の取り組み実績の②をお願いい

たします。 

 アの有明海・八代海の赤潮等被害防止対策

事業では、周辺県と連携し、調査を実施いた

しました。 

 イの水産研究イノベーション推進事業で

は、タチウオの共同研究を九州大学及び東京

大学と行いました。また、ヒトエグサの香り

成分の分析を県立大学と行いました。 

 ウのアサリ資源回復のための研究では、稚

貝の発生状況とアサリと競合するホトトギス

ガイの生体が明らかになっております。 

 平成30年度の予定ですが、赤潮調査につき

ましては、引き続き共同研究を継続いたしま

す。水産研究イノベーション事業では、タチ

ウオの耳石、ヒトエグサの香り成分、アサリ

の資源量解析法について共同研究を行いま

す。二枚貝資源増殖対策事業では、アサリの

稚貝発生状況を引き続き共同研究で行いま

す。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 諫早湾干拓事業に係る中・長期開門調査の

実施についてでございます。 

 資料は、40ページから時系列的に裁判所等

の動きを整理しておりますが、41ページをご

らんください。最近の動きを御説明いたしま

す。 

 (34)、(35)ですが、ことし２月26日、福岡

高裁で審理されている国が提訴した開門判決

に対する請求異議訴訟が結審し、３月５日、

福岡高裁は、開門しないことを前提に、開門

にかわる基金等の方策による全体的解決を図

るという和解の方向性を示しております。 

 その後、４回の和解協議が行われました

が、協議は成立せず、(41)ですが、福岡高裁

は７月30日に判決を言い渡す予定でございま

す。 

 次に、42ページをお願いいたします。 

 上段右側②取り組み実績ですが、６月、11

月に、国に対し、漁場環境悪化の原因を明ら

かにするとともに、速やかに再生に向けた抜

本的かつ実効性のある対策に取り組むよう

に、予算措置も含めて要望活動を行っており

ます。 

 下段の30年度の取り組み予定ですが、和解

協議の進捗を注視していくとともに、本県漁

業者に寄り添いながら、有明海の再生が進む

よう取り組んでまいります。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、③海域ごとの再生に

向けた取り組みについて説明をお願いしま

す。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 資料は、別冊の「海域毎の再生に向けた取

組みについて」をごらんください。 

 まず、２ページ、１、水産資源の現状でご

ざいます。 

 こちらにつきましては、先ほど本編資料の

14ページで、有明海、八代海の漁業生産の状

況について御説明をさせていただきましたの

で、内容が重なりますので、省略をさせてい

ただきます。 

 ３ページをごらんください。 

 初めに、有明海再生に向けた取り組みにつ

いて、現在の取り組み状況です。 

 (1)の干潟等の漁場環境改善のための事業

の充実について、①有明海再生に向けた４県

協調の取り組みについてまとめております。
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平成27年から29年にかけて、二枚貝類等の資

源回復に向け、有明海沿岸の４県が協調して

取り組んでおります。 

 今年度からについては、有明海漁場環境改

善連絡協議会、これは、国、４県、４県漁

連・漁協により構成され、有明海再生への意

見交換や有明海再生への道筋を明らかにする

ことを目的とした協議会ですが、こちらにお

いて、平成30年度から３カ年の４県が協調し

た取り組み方針について決定されておりま

す。 

 具体的な内容につきましては、下から２段

目の枠囲みに４つの項目を記載しておりま

す。以降、この４つの取り組みについて御説

明をさせていただきます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 まず、取り組みの一つ、(ア)浮遊幼生調査

について記載しております。 

 目的ですが、有明海における重要な二枚貝

の資源再生に向けて基礎資料を得ることとし

ております。 

 これまでの成果ですが、平成27年度から29

年度の調査で、アサリの産卵場及び着底場所

が推定されております。 

 右の図をごらんください。 

 上の図は、この調査結果を用いてシミュレ

ーションモデルにより推定されたアサリの産

卵場の位置を示しており、下の図は、推定さ

れたアサリの着底場所を示しております。 

 この結果から、熊本県のアサリは、県内で

発生、着底するもののほか、福岡県、佐賀県

から供給されるものもあると考えられていま

す。 

 現在の取り組みですが、アサリ、タイラギ

を調査の対象としております。 

 調査内容ですが、二枚貝は、いずれも卵か

らふ化して２週間程度海域を浮遊する期間が

あり、その後干潟に定着して稚貝になって生

育します。その動きの基礎的な資料を収集

し、アサリ母貝漁場造成などに活用していま

すが、平成30年度も、この精度を高めるた

め、引き続き調査を行ってまいります。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 (イ)漁場環境改善の実証です。これは、漁

業者がみずから実施可能な改善手法の確立を

図ることを目的としております。具体的に

は、漁船で、二枚貝を漁獲する漁具である貝

桁を用いて海底を引きずって耕うんし、底質

環境の改善を図るものです。 

 これまでの成果ですが、沖合部で有効な耕

うん器具の実証試験を実施し、クルマエビ等

の漁獲につながる器具、右下の写真ですが、

器具Ｄと既存器具の２種を選定しておりま

す。 

 現在の取り組みですが、27年度から29年度

実施した器具７種に取り組んでおりますが、

このうち、耕うん効果が高かった器具２種を

使って、水深５メートルから10メートルの場

所で耕うんを行い、クルマエビ等の漁獲状況

や漁場環境改善効果などを把握します。 

 今年度は、右の図に示します４カ所で実施

し、耕うん前後で、底質環境、生物調査によ

る効果把握を行います。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 (ウ)増養殖技術の開発ですが、アサリ、ク

ルマエビなどの魚種について、それぞれ産卵

する親のほうや稚エビなど種苗放流等の増殖

技術を水産研究センターと漁業者が連携して

開発を行っております。 

 これまでの成果ですが、アサリについて

は、網袋設置による高効率の天然稚貝採取や

被覆網による食害防除の有効性に関する知見

が得られております。クルマエビについて

は、小型種苗の早期・大量放流に関する技術

及び遺伝子判別による放流効果把握技術に関

する知見が得られております。 

 現在の取り組みですが、アサリについて

は、網袋や被覆網等の技術を活用した母貝場

の形成試験や人工種苗を用いた増殖技術の開

発に取り組みます。ハマグリについても、漁
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場管理等による稚貝・母貝場の保護手法の開

発に取り組みます。このほか、ガザミ、クル

マエビ、タイラギについて、増殖技術の開発

に取り組んでまいります。 

 右の写真をごらんください。 

 上は、干潟にアサリの生息場となる石の入

った網袋を設置しているところです。その下

は、アサリを食害するエイを防除するための

網を張っているところです。その下は、産卵

直前の卵をたくさん抱えたガザミで、この親

ガザミの保護を行うこととしております。一

番下は、クルマエビの放流方法の試験で、食

害に遭わないよう、すぐ砂に潜れるように稚

エビを入れた容器を干潟まで運んで放流して

いるところです。引き続き、この様な取り組

みを進めてまいります。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料７ページをお願いいたします。 

 続きまして、(エ)漁場環境改善の事業の本

県の取り組みにつきまして御説明いたしま

す。 

 これまでの取り組みといたしまして、アサ

リ等の漁場生産力の回復を図るため、干潟漁

場において、平成29年度は、荒尾市、長洲

町、熊本市、宇土市地先で43ヘクタールの覆

砂を、また、熊本市地先で３ヘクタールの耕

うんを実施しております。 

 今後の取り組みとしまして、今年度は、熊

本市、宇土市地先におきまして14ヘクタール

の覆砂及び0.6キロメーターの作れいを予定

しております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 (参考)ですが、九州農政局が、平成27年度

から29年度にかけて行いました海底地形測量

の結果を示した図でございます。 

 今後の取り組みとしては、覆砂、海底耕う

ん、種苗放流、アサリ、ハマグリの保護区等

の位置選定のための基礎資料として活用を予

定いたしております。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料９ページをお願いいたします。 

 ②公共事業による取り組みにつきまして御

説明いたします。 

 干潟域では、アサリの資源量の増加を図

り、また、南部海域では、マダイ等の資源回

復を図るために、水産基盤整備事業にて各種

整備に取り組んでおります。 

 30年度の取り組みとしまして、先ほどの説

明と重複しますが、熊本市・宇土市地先で覆

砂を、熊本市地先で作れいを予定しており、

また、天草市五和町地先では藻場造成を予定

しております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 ③漁業者等による漁場環境保全の取り組み

について、県では、水産多面的機能発揮対策

事業により、左下の図に示します区域で17の

活動組織へ支援を行っております。 

 現在の取り組みですが、干潟では、漁業者

等による耕うんやアサリ保護区の設定等の活

動、藻場では、母藻の設置等を行う活動に対

して支援を行っております。 

 主な活動内容ですが、耕うん、有害生物除

去、保護区設定、浮遊堆積物除去などの干潟

保全、ヨシ帯の保全、藻場の保全、漂流漂着

物の除去、モニタリングなどを行っていま

す。 
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 干潟や藻場の保全活動に対して、引き続き

支援を行ってまいります。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 11ページをお願いします。 

 (2)抜本的な干潟等再生方策の検討でござ

います。 

 まず、右側の図をごらんください。 

 有明海の底質の分布状況でございます。 

 底質の分布は、複雑な様相を呈しているた

め、一慨には言えませんが、本県海域に当た

る有明海中央東部の底質は、主に泥あるいは

砂まじり泥で、特に黄色で囲んだ部分の底質

は泥となっています。 

 資料の左側に記載の現在の取り組みでござ

いますが、泥が堆積し干潟等の環境悪化をも

たらしているとの指摘もあることから、国へ

の施策提案と、さまざまな機会を利用して、

泥土堆積進行のメカニズム解明や具体的な再

生手順の提示、泥土除去等の抜本的な対策等

の検討、実施を国に求めているところです。 

 今後の取り組みですが、硫化物の数値が高

いなど、底質悪化が確認された地点周辺で環

境悪化の広がりを見るため、水質・底質調査

を行うなど、県としても、海域環境のさらな

る把握に努めながら、抜本的な対策等の検

討、実施を国に働きかけてまいります。 

 以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 12ページをお願いいたします。 

 (3)栽培漁業及び資源管理型漁業の推進で

す。 

 まず、放流体制及び放流する魚種と尾数の

状況です。 

 放流については、沿岸市町・漁協などで構

成している熊本県栽培漁業地域展開協議会を

中心に行っているところです。 

 左の図に示しますように、有明海において

は、クルマエビ700万尾を有明海４県共同放

流事業と国の有明海再生事業で放流を計画し

ております。そのほか、ガザミ87万尾、ヒラ

メ５万尾などを放流する計画でございます。 

 次に、②漁業者による資源管理の取り組み

です。 

 漁業者が主体となって定めた資源管理計画

により、アサリのとる大きさの制限や採取期

間の制限などを着実に実施することで、アサ

リの資源回復を図っております。まだ低いレ

ベルではありますが、昨年から漁獲がふえる

など資源回復の兆しが見え始めているところ

です。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 (4)持続的養殖漁業の推進、ノリ養殖業に

ついてでございます。 

 まず、現在の取り組みです。 

 ①環境変化に対応した養殖の推進です。 

 右上の図をごらんください。 

 過去においては、ノリ養殖は、10月初旬か

ら４月までのほぼ半年間営まれてきました。

しかし、近年の温暖化による海水温の上昇に

より、開始時期は10月中・下旬、終わりは３

月中旬と、全体で１カ月ほど短縮しておりま

す。 

 また、水温が高目であることから、赤腐れ

病の発生、蔓延が12月には頻発しておりま

す。そのため、県では、高水温に対応した養

殖スケジュールを提案し、水温が適水温であ

る23度以下まで低下したところで養殖を開始

すること、赤腐れ病が拡大したところで漁場

から養殖網を一斉に撤去し、次の生産に入る

ことを指導しております。平成29年度漁期

は、適水温下での採苗や一斉撤去などが行わ

れております。 

 生産状況については、枚数では９億4,600

万枚と10億枚を下回りましたが、生産金額で

は、前年には及ばないものの115億円、単価
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では12.1円と、平成20年度以降、２番目に高

い生産を上げております。 

 また、②の養殖に用います酸処理剤につい

ても、これまで廃液の処理が各地域でばらば

らに行われていたものを、17の全ての漁協で

産廃業者へ処理を委託する体制が整っており

ます。 

 さらに、③の優良品種の開発として、水産

研究センターでの高水温耐性株や低塩分耐性

株の開発を行っております。 

 次、16ページをお願いいたします。 

 八代海の水産資源の現状でございますが、

有明海と同様、本編での内容と重なりますの

で、省略をさせていただきます。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料17ページをお願いいたします。 

 (1)干潟等の漁場環境改善のための事業の

充実のうち、①公共事業の取り組みにつきま

しては、先ほどと同様に、水産基盤整備事業

にて取り組んでおります。 

 平成30年度の取り組みとしましては、八代

市、氷川町、宇城市の地先におきまして、覆

砂を予定しております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 18ページをお願いします。 

 漁業者等による漁場環境保全の取り組みで

す。 

 八代海においても、水産多面的機能発揮対

策事業により、左下の図に示します区域で、

鏡町アサリ活動組織など９つの活動組織へ支

援を行っております。活動内容等について

は、有明海とほぼ同じような取り組みを進め

ているところです。 

 次に、19ページをお願いいたします。 

 栽培漁業及び資源管理型漁業の推進につい

て、まず、放流体制及び放流する魚種と尾数

の状況です。 

 左の図に示しますように、八代海において

も、マダイ88万尾、ヒラメ57万尾、ガザミ54

万尾、イサキ24万尾などについて、県、沿岸

市町・漁協及び里海づくり協会で組織されま

す熊本県栽培漁業地域展開協議会で放流を計

画しております。また、八代漁協などでクル

マエビ386万尾の放流を計画されておりま

す。 

 漁業者による資源管理の取り組みです。 

 マダイやヒラメなどの９魚種及びまき網や

船ひき網など10漁業種類について、とる大き

さの制限や休漁日の設定など、漁業者が作成

した計画の実践による資源管理型漁業を推進

しております。 

 さらに、③新たな放流魚種の開発として、

今年度から新たに、八代海特産のアシアカエ

ビと価格の高い魚でありますキジハタの種苗

生産、放流技術の開発に取り組んでまいりま

す。 

 次に、１ページ飛ばしまして、21ページを

お願いいたします。 

 (3)持続的養殖漁業の推進①でございま

す。 

 八代海においては、魚類、真珠、クルマエ

ビなどの養殖が行われております。これらの

養殖漁場では、漁場の環境を維持しながら持

続的に養殖を継続するため、漁場改善計画を

策定しており、この着実な実施を指導してお

ります。魚類養殖場では、88漁場全てで計画

が策定されており、年に１回、漁協が底質の

状況について行う調査など漁場改善の指導を

行っております。 

 また、安全、安心な養殖魚の生産に向け

て、ワクチン講習会や医薬品への使用への指

導のほか、平成15年度から、養殖業者認証制

度を実施しており、流通業界、消費者への安

全性のアピールを実施しております。 



第16回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年６月21日) 

 

 

 

- 15 - 

 藻類や貝類の養殖技術指導ですが、ヒトエ

グサ、ワカメ、カキ類、ヒオウギガイなどの

新たな養殖の取り組みが始まっております。

この養殖種類ごと、人工種つけ、天然採苗、

品種改良などの技術開発や養殖指導など必要

な支援に努めているところです。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 持続的養殖漁業の推進の②でございます。 

 養殖業の大きな課題であります赤潮対策に

ついてですが、県、市、漁業者による赤潮情

報ネットワークの整備を行っております。こ

のネットワークで赤潮発生の情報が伝わりま

すと、初期段階での、まだ赤潮が小規模なと

きに拡大を防ぎ被害を防止するため、県海水

養殖漁協が粘土や塩を散布いたします。表に

示しましたように、昨年度も赤潮が発生した

際、塩や粘土の散布を行い、被害拡大の防止

に役立っております。 

 また、陸上養殖ですが、現在、大学や企業

において陸上養殖技術の開発の研究が行われ

ており、それらの情報収集等を行っていくこ

ととしております。 

 今後とも、持続的な養殖の推進に向け、継

続してこれらの取り組みを行ってまいりま

す。 

 水産振興課、以上でございます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 23ページをお願いします。 

 八代海湾奥部再生に向けた取り組みでござ

います。 

 24ページをお願いします。 

 １、現状等でございます。 

 八代海湾奥部は、不知火海干拓が張り出す

特異な地形から土砂が堆積し、浅海化の進行

が宿命的な海域です。県で平成18年度に実施

した土砂堆積状況調査でも、ほぼ海抜ゼロメ

ートルの土砂堆積面が沖合に伸びていくとの

予測結果が出ています。また、堆積した土砂

は、粘土、シルトなどの泥分が多く、泥干潟

が形成されています。 

 なお、こうした状況に対し、地元からは、

背後地の高潮、高波、洪水等の被害や樋門等

の排水設備の機能低下等に対する懸念の声が

上がっているところです。 

 現状等の説明は以上でございます。 

 

○竹田河川課長 河川課でございます。 

 資料25ページをお願いします。 

 八代海湾奥部の取り組み状況について御説

明いたします。 

 まず、(1)高潮対策です。 

 平成11年台風18号の高潮被害を契機とし

て、高潮対策計画を見直し、ハード対策とソ

フト対策とをあわせた総合的な高潮対策計画

を策定し、整備を進めています。 

 施設整備に当たっては、おおむね30年に１

回発生する規模を想定し、平成11年台風18号

で発生した高潮を防ぐ規模としております。 

 資料26ページをお願いいたします。 

 八代海湾奥部におけるハード対策です。 

 表に掲げています４つの海岸におきまし

て、先ほど御説明いたしました高潮対策計画

に基づき、平成25年度までに海岸整備事業を

完了しております。 

 27ページをお願いします。 

 八代海湾奥部におけるソフト対策です。防

災情報システムを整備し、活用いただいてい

るところです。 

 下段に記載の今後の取り組みですが、想定

最大規模の高潮に対する浸水想定区域の検討

を進めており、今後のソフト対策に生かして

まいります。 

 資料28ページをお願いします。 

 (2)内水被害対策です。 

 現在、宇城市松橋町の市街地を流れる大野

川の支川、明神川の河川改修工事を進めてい

ます。 

 今後の取り組みといたしまして、県としま
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しては、引き続き明神川の改修工事を進めて

まいります。また、内水の排水先であります

大野川下流部の堆積土砂の掘削にも取り組む

予定です。これらの対策につきましては、内

水対策を所管する市と連携しながら進めてま

いります。 

 河川課は以上です。 

 

○福島農地整備課長 農地整備課です。 

 29ページをお願いします。 

 背後農地の排水対策について説明します。 

 現在の取り組みにつきましては、海岸樋門

からの定期的なフラッシングによりますみお

筋の確保と沿岸部の排水機場の統廃合や改修

を実施しているところです。 

 具体的には30ページをお願いします。 

 図のとおり、八代海湾奥部には15カ所の排

水機場がありまして、そのうち14カ所が農地

の湛水被害等を防止するための農業用の排水

機場です。 

 このうち、現在、図面の２番、３番、５

番、６番、10番の５つの排水機場において、

湛水防除事業によります統廃合や改修を進め

ております。これらの改修に合わせて能力ア

ップすることによりまして、排水能力としま

しては、毎秒73トンから89トンへ、毎秒16ト

ンの排水量が増加する予定であります。 

 今後の取り組みにつきましては、平成33年

度までに排水機場の改修を完了する予定で、

引き続き本事業を実施してまいります。 

 農地整備課は以上です。よろしくお願いし

ます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 31ページをお願いします。 

 (4)抜本的な浅海化対策でございます。 

 これまでの取り組みですが、現段階では、

八代海湾奥部に関する調査データが極めて乏

しく、土砂堆積のメカニズムや土砂堆積がも

たらす環境等の変化に関する調査研究が必要

であることから、次の32ページと33ページに

掲げるとおり、国に調査研究や効果的な対策

の検討及び実施を求めています。 

 また、県でも底質の環境変化を把握するた

め、昨年９月に底質の調査を実施しました。 

 なお、昨年の調査結果では、底質の悪化は

見られませんでしたが、全ての調査地点で粘

土、シルト分の割合が増加していました。 

 今後の取り組みですが、引き続き国に対し

て、浅海化による影響等に関する詳細な現地

観測、調査等を求めるとともに、県でも土砂

堆積状況を把握するため、今年度熊本大学の

協力を得て、本海域の測量調査を行うことと

しています。 

 海域ごとの再生に向けた取り組みについて

は、以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、④有明海・八代海等

の再生に向けた県計画に関する平成30年度事

業について説明をお願いします。 

 

○橋本環境立県推進課長 最初の説明資料の

43ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計

画に関する平成30年度事業についてでござい

ます。 

 表には、１から９まで、県計画に定めた事

項別に、今年度取り組む事業数及び予算額を

記載しております。 

 今年度の状況でございますが、重複分を除

きますと、今年度は、合計70事業、約141億

円の事業に取り組んでまいります。 

 昨年度予算より減額となっている主な理由

としましては、平成24年７月の九州北部豪雨

における白川、黒川の激特事業の終了などに

よるものです。 

 説明資料の44ページ以降に個別の事業概要

を添付しておりますが、各課からの説明は省

略させていただきます。 
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 説明は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、地球温暖化対策に関

する件について、①地球温暖化に関する現状

等について説明をお願いします。 

 

○橋本環境立県推進課長 59ページをお願い

いたします。 

 地球温暖化に関する現状等についてでござ

います。 

 温暖化対策に係る新たな国際的な枠組み、

パリ協定が、平成27年12月採択され、発効要

件を満たし、平成28年11月４日に発効してい

ます。 

 次に、国の対応でございますが、こうした

国際情勢に対応し、温室効果ガスの削減目標

等を定めた地球温暖化対策計画により、平成

42年度に平成25年度比で26％削減するという

目標を設定しています。 

 60ページをお願いします。 

 県の対応でございますが、本県において

も、平成28年２月策定の環境基本計画に盛り

込む形で地球温暖化対策推進計画を策定し、

表にあるとおり、基準年度を国と同じく平成

25年度とし、平成32年度で18％削減、平成42

年度で30％削減という目標を設定していま

す。 

 61ページをお願いします。 

 (2)の温室効果ガス総排出量の推移でござ

いますが、下の図１をごらんください。 

 平成23年の東日本大震災以降、火力発電の

割合の増加等により総排出量は増加しました

が、その後の節電取り組み等により、平成25

年度からは減少に転じております。 

 62ページをお願いします。 

 県の温室効果ガス排出量の部門別内訳でご

ざいますが、図２のとおり、産業部門が３割

以上と最も多く、次いで、運輸、家庭、業務

部門となっております。 

 右側の図３は、部門別排出量の推移でござ

います。 

 なお、運輸部門、これは家庭の自家用自動

車を含めた自動車等からの排出量でございま

すが、長期的には軽自動車の割合の増加や低

公害車の普及等で減少傾向ですが、平成27年

度の増は、ガソリン卸価格の下落等によりガ

ソリン使用量が増加したことなどが要因とし

て考えられます。 

 説明は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、②地球温暖化対策に

関する提言への対応について説明をお願いし

ます。 

 

○橋本環境立県推進課長 63ページをお願い

いたします。 

 平成21年３月、当時の環境対策特別委員会

において、①産業・業務その他部門、②運輸

部門、③家庭部門、④二酸化炭素吸収源対策

部門について、表の左側に記載の(1)から(4)

の項目に関し、重点的に取り組みを追加し、

強化することを求める提言がなされ、各担当

課で取り組んでいるところでございます。 

 本日は、(1)から(4)までの提言項目に沿い

まして、各担当課から順次、その取り組み状

況を説明しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 64ページをお願いします。 

 引き続き、環境立県推進課から説明させて

いただきます。 

 (1)事業活動における取り組みの推進でご

ざいます。 

 提言は、一定規模以上の事業所に対し、排

出削減の計画作成や排出量の報告を求めるこ

となどを内容とした条例を制定し、経済界と

連携した対策の推進を求めるものです。提言

を受け、平成22年３月に、地球温暖化の防止

に関する条例を制定して取り組みを進めてい

ます。 

 ２の平成29年度の取り組み実績欄をごらん
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ください。 

 (1)の条例の円滑な運用でございますが、

条例に基づき、平成22年度から事業活動温暖

化対策計画書制度を設けています。 

 (ア)の事業活動温暖化対策計画書は、一定

要件以上の事業所から温室効果ガス排出量の

削減目標、取り組み計画書・報告書を県に提

出してもらい、公表するものです。 

 なお、事業者の取り組みのさらなる活性化

を図るため、昨年度、優良事業者表彰制度を

創設し、７月に表彰を行うとともに、優良事

例の紹介等を行いました。 

 次の(イ)のエコ通勤環境配慮計画書、(ウ)

の建築物環境配慮計画書も含め、各事業者等

の自主的な取り組みが進んでいると考えてい

ます。 

 65ページをお願いします。 

 (2)の事業者への情報提供、支援でござい

ますが、(ア)の熊本県ストップ温暖化県民総

ぐるみ運動推進会議をことし２月に開催し、

昨年度から始めたエコドライブ診断リレーの

優秀者の表彰を行うとともに、３つの重点取

り組みに係る活動状況を各ワーキンググルー

プから報告してもらいました。 

 また、(イ)以降に記載のとおり、セミナー

の開催、くまもとライトダウンの実施、省エ

ネに関する情報提供などの支援等を通じ、事

業活動における温暖化防止に向けた取り組み

を推進しました。 

 ３、今年度の取り組み予定でございます

が、(1)の条例に基づく計画書制度では、制

度の着実な運用を行うとともに、事業者に対

する優良事例等の紹介や専門家による訪問調

査、優良事業者の表彰などに引き続き取り組

んでまいります。 

 また、(2)の事業者への情報提供、支援で

は、ここに記載のさまざまな事業を通じ、事

業者等に対する研修や啓発、情報提供等を行

ってまいります。 

 説明は以上です。 

 

○江橋交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 66ページをお願いいたします。 

 (2)公共交通機関の利用促進に係る提言に

ついてでございます。 

 １の提言の概要でございますけれども、運

輸部門の温室効果ガス排出量の半分以上を占

める自家用乗用車から公共交通機関への利用

切りかえが促進されますよう、ノーマイカー

通勤運動の強化やバス路線再編等に係る支

援、そして、パーク・アンド・ライドの普及

促進や公共交通機関相互の乗り継ぎの円滑化

について御提言いただいております。 

 ２の平成29年度の取り組み実績について、

主なものを御説明いたします。 

 まず、(1)ノーマイカー通勤運動の強化等

でございます。 

 公共交通機関の利用促進につきまして、県

庁ホームページ等を活用した情報提供や利用

を訴えるパレードを実施いたしました。 

 また、電気自動車等の普及促進につきまし

ては、県内に設置した急速充電器及び普通充

電器の維持管理を行いますとともに、電気自

動車２台と水素燃料電池自動車１台を活用

し、次世代モビリティーの普及促進に向けた

ＰＲを行っております。 

 また、熊本大学を中心に、熊本の産学官が

協働して開発を進めておりました普及型ＥＶ

バスにつきましては、ことし２月に実証試験

を開始いたしております。 

 67ページをお願いいたします。 

 (2)バス路線再編等の協議の支援でござい

ます。 

 熊本都市圏を初め県内各地で行われており

ます地域の実情に応じたバス路線再編や乗り

合いタクシーの導入等に係る協議に参画いた

しまして、意見を述べますとともに、先進事

例の情報提供等を行いました。 

 次に、(3)乗り継ぎの円滑化でございま
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す。 

 パーク・アンド・ライド利用促進に向けた

取り組みにつきましては、さらなる認知度向

上を図るため、ＰＲポスターの掲示やラジオ

やデータ放送等による広報活動を実施いたし

ました。 

 また、ＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナ

ーにつきましては、前年度比16％増の年間９

万7,000人を超える利用がなされました。 

 次に、３の平成30年度の取り組み予定でご

ざいます。 

 昨年度に引き続きまして、(1)のノーマイ

カー通勤運動の強化等につきましては、ホー

ムページを活用した県民への情報発信などを

進め、(2)のバス路線再編等の協議の支援に

つきましては、熊本都市圏の路線再編に向け

た検討や県内各地での公共交通会議に参画

し、その取り組みを支援してまいります。 

 (3)の乗り継ぎの円滑化につきましても、

引き続き広報等に取り組んでいきますととも

に、パーク・アンド・ライドにつきまして

は、実施箇所、台数の拡大の可能性がありま

すＪＲ豊肥本線沿線の候補地に対しまして働

きかけを行ってまいります。 

 交通政策課は以上でございます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 68ページをお願いします。 

 (3)の家庭における取り組みの強化でござ

います。 

 提言は、一人一人が地球温暖化問題をみず

からの問題として、家庭における省エネ行動

を着実に実施すること等を求めるものです。 

 ２の平成29年度の取り組み実績欄をごらん

ください。 

 主なものを説明いたしますと、(1)ライフ

スタイルの転換に向けた啓発でございます

が、(ア)のエコライフ宣言の募集や熊本県ス

トップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議の開

催を行うとともに、(イ)の総ぐるみくまもと

環境フェアの開催など、県民への普及啓発を

図りました。また、(ウ)の地域の学習会への

講師派遣等ですが、小中学校向けの出前講座

では、昨年度は、合計21校、1,131人の児童

生徒に講座を実施しました。 

 69ページをお願いします。 

 (カ)のグリーンカーテンの普及では、昨年

度は、熊本地震による応急仮設住宅において

グリーンカーテンを設置するとともに、効果

の検証を行いました。 

 (キ)の地球温暖化防止活動推進員の活動支

援等では、推進員の活動の活性化や取り組み

の広がりを図るため、推進員等に対する研修

を実施しました。 

 次に、(2)の行動を促す仕組みの構築でご

ざいますが、(ア)の九州版炭素マイレージ制

度につきまして、九州７県で協働した九州エ

コライフポイント制度を平成25年10月から開

始し、住民の省エネ意識の向上等の推進を図

っております。 

 ３の今年度の取り組み予定でございます

が、(1)のライフスタイルの転換に向けた啓

発では、引き続き(ア)から(キ)の事業に取り

組んでまいります。 

 特に、(ア)では、熊本県ストップ温暖化県

民総ぐるみ運動推進会議におけるエコドライ

ブの推進などの重点取り組みを核に、県民総

ぐるみで楽しみながら環境に配慮して暮らす

くまもとエコライフを普及啓発し、多くの県

民の自発的な環境配慮行動につなげてまいり

ます。 

 そのほか、引き続き、ここに記載の事業に

取り組んでまいります。 

 説明は以上です。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の70ページをお願いいたします。 

 森林吸収源対策の推進でございます。 
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 内容は、１にありますとおり、森林所有者

の負担軽減や企業等が行う森づくり活動の促

進に努めることとされております。 

 ２の平成29年度の取り組み実績ですが、

(1)にありますとおり、森林所有者の負担軽

減のために、施業の集約化や路網整備などの

低コスト化に向けた取り組みを支援するとと

もに、次にあります(2)のとおり、企業等の

森づくりの促進に向け、森林整備活動を実施

した森林により吸収される二酸化炭素の量の

認証書、これを12者に対して交付したところ

でございます。 

 引き続き、71ページをお願いいたします。 

 さらには、五木村の県有林で実施をいたし

ました間伐による二酸化炭素の吸収量につき

まして、国の気候変動対策認証センターから

クレジットの認証を受けまして販売を行って

おります。これは、購入される企業にとって

は、環境貢献に取り組むことによる社会貢

献、いわゆるＣＳＲやイメージアップ策とし

てのメリットがありますし、売り手にとって

は、販売して得られた資金により、さらなる

森林整備の実施につながることが期待され

る、このような効果があるものでございまし

て、平成29年度は、11者に対し130トンのク

レジットを販売したところです。 

 最後の３の平成30年度の取り組み予定でご

ざいますが、引き続き森林所有者の負担軽減

を図りながら、各種補助事業により間伐等の

森林整備を推進するとともに、企業等の参画

も得ながら森林整備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、③地球温暖化対策に

関する平成30年度事業について説明をお願い

します。 

 

○橋本環境立県推進課長 73ページをお願い

いたします。 

 地球温暖化対策に関する平成30年度事業に

ついてでございます。 

 表に (1)から(4)まで、県計画に定めた事

項別に、今年度取り組む事業数及び予算額を

記載しております。 

 今年度の状況でございますが、重複分を除

きますと、今年度は、合計33事業、約42億円

の事業に取り組んでまいります。 

 説明資料の74ページ以降に個別の事業概要

を添付しておりますが、各課からの説明は省

略させていただきます。 

 説明は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 以上で執行部からの説明が

終わりました。 

 まず、有明海・八代海の環境の保全、改善

及び水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件について質疑はありませんか。 

 

○磯田毅委員 23ページの川や海を健全な姿

で次の世代へ継承していくためにというごみ

の問題ですけれども、これは、私は一般質問

で取り上げましたけれども、残念ながらＧ７

では、日本はプラスチックごみの削減の条約

には反対をしていますけれども、こういった

プラスチックのごみの問題は、非常に生物と

かなんかに対する影響が大きいと思いますの

で、県として、こういった関係の事業はどの

くらいあって、これから先どうされていくの

かというのをお聞きしたいと思います。 

 

○城内循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 お尋ねのお話は、いわゆるマイクロプラス

チックのお話だと思いますけれども、今全世

界で大きな問題となっております。今のとこ

ろ、ちっちゃくなったこのごみをうまく回収

する技術というのは確立されておりませんの

で、まずは流入を防ぐための取り組みという

のを進めていくしかないのかなというところ

で……。 
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○山口裕委員長 課長、済みません、ちょっ

とマイクを近づけてお願いします。 

 

○城内循環社会推進課長 国においても、ど

れぐらいの影響があるのかというのを、26年

度ぐらいから影響の調査というのを進めてお

るようでございますけれども、今後これをど

ういうふうにやっていくかということに関し

て、国のほうからも、まだ具体的に、指針と

いいますか、取り組み、どういうふうにやっ

ていくかというふうなことも示されてないよ

うな状況でございます。 

 全世界的には、これを数値目標まで定めて

プラスチックそのものを減らしていこうとい

うふうな動きもあるようでございますけれど

も、先日行われた会議でも、日本国としまし

ては、まだ数値目標の達成までは準備ができ

てないということで調印もできなかったとい

うふうに聞いております。 

 当面取り組める取り組みといたしまして、

県といたしましては、以前から取り組んでお

ります、例えばいわゆるマイバッグ運動です

ね。コンビニとかで買い物するときに、逐

一、袋をもらわないような運動ですとか、そ

ういった取り組みを市町村と連携しながら地

道に取り組んで啓発活動を進めていく、ある

いは海岸漂着物の対策事業として、ごみの清

掃活動あたりも取り組めることになっており

ますので、そういったところで、海岸に漂着

しておりますプラスチックごみ等につきまし

ては、頑張って拾っていくというか、そうい

う地道な活動を続けていくしかないのかなと

いうところで取り組んでおります。 

 

○磯田毅委員 ちなみに、熊本県内で使用さ

れているプラスチックの買い物袋ですか、Ｅ

Ｕあたりは、それを１人当たりの枚数を制限

する何か目標値を挙げたみたいですけれど

も、熊本県でどれだけ利用されているかとい

う数値データはありますか。 

 

○城内循環社会推進課長 済みません。申し

わけございませんけれども、そういったデー

タにつきましては収集してございません。 

 

○氷室雄一郎委員 私も久方ぶりにこちらの

ほうの委員会に所属しました。 

 別冊の２ページ、この水産資源の現状とい

いますか、有明海の経営体の推移、それか

ら、16ページの水産資源の、ここも現状で

す。ここは八代海という。２つの経営体の推

移のグラフが出ておるわけですけれども、非

常に極めてさまざまな再生の施策をずっと御

説明を受けたんですけれども、まとめてここ

でこういう非常に厳しい状況がこれから進ん

でいけば、ほとんどなくなってしまうのでは

ないかと、こういうこのグラフの状況でござ

いますけれども、これを部長はどういうふう

に受けとめておられるのかというのが１点

と、これは収益の問題なのか、あるいは後継

者の問題なのか、さまざまな要因があると思

うんですけれども、その辺について、部長

に、課長でもよかですけれども、両方含めて

ですね。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ただいまの委員御指摘のように、まず、２

ページの経営体の推移でございますが、昭和

43年の8,423経営体から、平成25年は1,537経

営体まで落ち込んでいるところでございま

す。これにつきましては、上のほうに魚類漁

獲量のグラフであるとかアサリ漁獲量のグラ

フ等ございますとおり、やはり資源が若干下

降ぎみであるということは１つあろうかと思

います。それと、やはり言われましたよう

に、後継者不足、高齢化が進んだということ

で、経営体のほうがやはり落ちてきてしまっ

ているというふうなところです。 
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 先ほど来から、私ども一生懸命やっており

ます有明海、八代海の対策についてでござい

ますが、それを何とかやはり踏ん張って落ち

込まないようにと、もしくはふやすようにと

いうことで、いろんな施策を取り組んでいる

ところです。ただ、現実的には、なかなか、

後継者問題とか天然の資源の問題とかは苦し

いところがあって、思うような回復までは至

っていないというふうなところでございま

す。 

 以前は、熊本県は、漁船漁業が非常に盛ん

な漁業でございました。今は、どちらかとい

うと、自分たちで管理ができる養殖漁業が非

常にふえておりまして、生産量にしても８割

近くが養殖業になってきております。それ

で、経営も少し大規模化、多少なりとも大規

模化をしているという部分も少しは影響があ

っているかというふうに思っております。 

 引き続き、何とか漁業が成り立つように、

継続していけるようには取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

 

○氷室雄一郎委員 もうさまざまな現時点で

はでき得る限りのことをずっと御説明いただ

きましたけれども、大規模化の部分もあると

思いますけれども、全体的に言えば、これか

らこういう極めて厳しい状況が少しでもとど

まって、上昇ということは行きませんけれど

も、現状維持するということが大切ではない

かと思っておりますけれども、なかなか小さ

な事柄をここで問うても難しいわけでござい

ますので、これを見て皆さんそうだと思いま

すけれども、極めて厳しい状況にはあるんじ

ゃないかということでございますので、今後

またどれが有効というのはなかなか御説明い

ただいても理解できませんけれども、この実

態の中で、少しでも再生に向けて費用対効果

の面から見て目に見える効果が出るように、

もう私たちは期待をするばかりでございま

す。有明海も八代海も両方だと思いますけれ

ども、以上でございます。 

 

○西岡勝成委員 さっきの磯田委員のに関連

するんですけれども、海洋ごみの件で、世界

的な問題になってますよね。そのマイクロ化

して、資源的、遺伝子的にもおかしくなって

いくような状況下にあるんですけれども、私

はいつも思うんですが、海岸線に消波ブロッ

クがずっと漁港関係もある、港湾関係やって

ありますが、あそこの中でもまれて、プラス

チックとか発泡スチロールはだんだんだんだ

ん小さくなって、それから出れないんです

よ。 

 あの辺は、やっぱり予算──人も入れない

し、何かバキュームみたいなやつで吸い込む

ような、そういうものをつくらないと、もう

消波ブロックの中でもまれて、小さくなって

出ていくというような繰り返しで、あれは消

波という、要するに波を消す部分には役立っ

ているけれども、そこにごみをためてしま

う。もう周りずっとうちあたりは消波ブロッ

クで海岸線してありますが、あの辺の対策は

やっぱり予算化をしてやっていかないと、だ

んだんだんだんごみがマイクロ化して生物に

影響してくると思うんですけれども、その辺

の対策というのは、何か全体的にやっぱり全

庁的に考えるべきだと思うんですけれども

ね。どうですか、田中部長、何か。 

 

○田中環境生活部長 今西岡委員から御指摘

いただきました点につきましては、従前から

たしか御意見いただいていたと思います。 

 細かいところ──私も専門家ではございま

せんので、以前ちょっと聞いたところでは、

その細かいところをくまなくとっていく、ま

た、この技術の確立というのはなかなか難し

い、もちろん研究はなさっておりますけれど

も、難しいということはお聞きしておりま

す。ただ、日進月歩ですので、そういう技術

の進捗も取り入れながら、できる対応につい
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ては、環境も含めまして、関係部局のほうで

検討していく必要はあるかと思います。 

 それと、先ほど課長が申し上げましたよう

に、そうなる前に各家庭から出さない、ある

いは、出てしまったものについては、皆様方

の御協力もいただきながら、その海岸の現場

のほうで回収をさせていく、幾つか複数の方

法を組み合わせて対処させていただくしかな

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○西岡勝成委員 普通のときは、皆さん教育

も行き届いているので、そんなにごみを海に

捨てるとか川に捨てることはないんですけれ

ども、大水害とかそういうときに限って、も

うわんわん川を通じて海に流れてくるんです

よ。流れてきた後の海洋清掃船あたりもつく

ってありますけれども、あれ到底追いつかな

い部分もあるし、漁港課長あたりも──ブロ

ックをつくると、消波ブロックの中は入れな

い、人は全く。そういう構造になってますか

ら、その辺の対策を含めてやっぱり考えない

と、だんだんだんだんそこにたまってくると

いうようなことがあるので、ぜひ、小さくな

らない前に何とかの方法を考える必要がある

と。 

 もう１つよございますか。 

 

○山口裕委員長 はい。 

 

○西岡勝成委員 全く違うことですけれど

も、漁獲量の件で八代海と有明海出てます

が、一般の漁獲量、私は、牛深で、まき網船

が八代海でとれた魚を──何隻おるんですか

ね。八代海に４隻ぐらいだったと、小型まき

網船がおるんですが、天気は、ほとんどしけ

がない地域ですよね、内海ですから。それ

と、毎日やっぱり10トン20トン満船して揚が

ってくるんですよ、牛深に。そういうのは、

この中に入ってるの。 

 

○山田水産振興課長 八代海の部分ですの

で、統計的に言うと、不知火海の八代、三角

から水俣側の八代郡市、芦北のほうまでと、

それと天草側の大矢野、それから姫戸、それ

からずっと牛深まで、その区域までを入れた

ところで数字を入れているところでございま

す。 

 

○西岡勝成委員 牛深漁港に水揚げされた分

も入ってるわけ。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 入っております。 

 

○西岡勝成委員 少なくなっているというの

がどうも解せないんですけれどもね。毎日20

～30トン、まき網船が満船して牛深のハイヤ

大橋の下を通っていくんだけれども、データ

的にそういうものかなと思って。もう一回確

かめとってください。 

 

○山田水産振興課長 27年のデータでござい

ますけれども、カタクチイワシは4,476トン

揚がっております。昭和55年で比較いたしま

すと4,486トンと、最近はカタクチイワシ、

そこそこ揚がっている状況でございます。 

 

○山口裕委員長 確認もお願いします。 

 

○西岡勝成委員 ほかの魚種もあわせて、魚

種がわからぬものですから、どういうもの

が。後で済みませんが。 

 

○岩下栄一委員 熊本は、日本有数のノリの

生産県で、非常に良質なノリがたくさんとれ

ていることは大変喜ばしいことだと思うんで

すが、ちょっとお尋ねですけれども、ノリの

養殖に病害防除のために随分薬剤を使うとい
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うふうに聞いておりますけれども、ノリの栽

培で使う薬剤は直接海に流すから、この影響

というのはないのかどうかということが１

つ。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 今先生がおっしゃったのは、酸処理剤のこ

とかと思います。酸処理剤の主成分は、食品

添加物としても認められた酸のうち、天然の

食品に含まれる有機酸、例えば乳酸、クエン

酸などで構成をされております。 

 また、有明海・八代海総合調査評価委員会

の報告書の中にも記載がございますが、酸処

理剤はノリへの残留もなく、海水中で速やか

に拡散か分解されることから、適正に使用す

れば、生物や環境へ与える影響はほとんどな

いと考えられるというふうに記載をされてお

ります。 

 ただし、私どもとしては、できるだけ酸処

理剤は使わないようにということで指導を続

けておりますし、残液につきましては、先ほ

ど説明資料の中でもありましたとおり、皆さ

んしっかりと持ち上がっていただいて、ちゃ

んと産廃業者のほうに出すということで、徹

底をしようということで取り組んでおりま

す。引き続き指導は続けてまいりたいと思っ

ております。 

 

○岩下栄一委員 ぜひお願いします。私も現

場をちょっと拝見したけれども、随分多量の

薬剤を使用して、これが海に流されて本当に

大丈夫かなといつも不安に思ってたわけです

よ。でも、それが有機系で海に溶け込むとい

うようなお話だから、少し安心しましたけれ

ども、しかし、適正な使用をぜひ御指導いた

だきたいと思います。 

 以上。 

 

○濱田大造委員 関連して幾つか質問したい

んですが、まず、マイクロごみの問題なんで

すけれども、ボランティアでごみ清掃してく

れる方が３万2,000で落ち込んでるというこ

となんですけれども、落ち込んだ理由という

のをまずお聞かせください。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 ボランティアで落ち込んだ理由ということ

なんですけれども、ここで上げている数字に

いたしましては、県のほうで、「くまもとみ

んなの川と海づくりデー」として県内市町村

に呼びかけて、それに参加していただいた数

字でございます。 

 ちなみに、昨年度は、菊池市において、メ

イン会場として、「みんなの川と海づくりデ

ー」を実施する予定だったんですけれども、

台風接近のため中止したという部分もありま

して、年度年度でいろんな事情があると思う

んですけれども、引き続き各市町村に呼びか

けて、できるだけ多くの方が参加していただ

くように呼びかけしていきたいと思っており

ます。 

 

○濱田大造委員 ぜひ、マイクロプラスチッ

クですか、マイクロナイロンとか、非常に問

題と思いますので、ぜひ啓発活動をよろしく

お願いします。 

 あと続けていいですか。 

 

○山口裕委員長 はい、どうぞ。 

 

○濱田大造委員 私の認識としては、漁師の

数がどんどん減ってるわけですけれども、そ

れ以上に、魚価がどんどん減って全然もうか

らない産業になっちゃってるということで、

何とかしないといけないということで、いろ

んな政策があると思うんですけれども、香港

に視察に行きましたら、日本からの輸出も農

林水産部が中心になってどんどんやってると
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いうことなんですが、今日本でなかなかお魚

を食べないと。熊本産のこういう海産物は、

今輸出状況はどうなっているのか、ちょっと

教えていただきたいんですが。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 水産物の輸出につきましては、確かに重要

な課題ということで、特に養殖水産物を中心

に、今、北米、それからアジアに向けて輸出

をしております。北米については、ブリ、マ

ダイなどの養殖物、それからアジアに向けて

最近ふやそうということで、海水養殖漁協さ

んを中心に、天然魚なども含めて販売のライ

ンをふやしていこうということで、商談や売

り込み等に努めているところです。 

 平成28年の輸出金額は24億3,000万ほどで

ございます。これは、24年以降、毎年増加を

続けているというところで、私どもを含め

て、地域の流通業者の方々も協力をいただい

て、拡大傾向にあるというふうな状況でござ

います。 

 

○濱田大造委員 非常に重要なことですの

で、ぜひどんどんプッシュしてやってくださ

い。 

 あと１点お願いします。 

 養殖に関することなんですが、最近テレビ

を見てたら、ティラピアという魚を何かどこ

かの県が売り込んでて、タイにかわる低価格

の魚として売り込んでるんだと。 

 熊本県で、養殖で、これはもう熊本県とい

えば養殖はこうだというのが、ブリとタイと

いうふうに考えていいのかどうなのか。ま

た、そういう戦略というのはどう考えている

のかというのを教えていただきたいんです

が。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 先生、今おっしゃったとおり、確かに、ブ

リ、タイというのは、本県の主要な品目だと

いうふうに考えております。マダイにつきま

しては、全国でも２位の養殖生産量、それか

らブリについては６位の生産量でございま

す。このほかにも、クルマエビが３位、それ

からフグ類が２位ということで、養殖が非常

に盛んでございます。また、先ほど来、出て

おりましたノリについても４位ということ

で、頑張っているところでございます。 

 先生おっしゃいましたティラピア、イズミ

ダイだと思いますけれども、確かに私も何か

報道があったやに思っております。今、新魚

種ということで取り組みをされているのかと

思いますけれども、私どもも、ブリ、マダイ

などのブランド化、それから６次産業化とい

うことで加工等をして、より一層進めていけ

ればというふうに考えております。 

 新魚種ということではございませんけれど

も、魚類関係ではなくて、新たな品種として

は、ヒトエグサであるとか、それからマガキ

であるとかということを別途また取り組んで

いるところではございます。 

 

○山本伸裕委員 本委員会が、新しい体制の

もとでということで、これまでの経緯につい

ても御説明いただきましてありがとうござい

ます。 

 それを踏まえて、私もちょっと基本的なと

ころからお尋ねしたいんですけれども、有明

海・八代海再生というテーマということは、

有明海、八代海が健全でないと、異常な状態

になっている、不健全な状態になっていると

いうふうなところから、この委員会が出発し

ていると思うんですね。 

 それで、実際９ページのところで、ノリ養

殖色落ち被害、赤潮発生というようなことで

あるとか、あと、漁獲量の減少というような

ことについても御説明いただいたんですけれ

ども、なぜこういう状況が発生しているのか
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という原因分析ですね。それをどのように考

えておられるのかということについてお尋ね

したいんですよ。 

 何かお話聞いとって、対処方法ですね、対

策についてはいろいろ伺うんですけれども、

やっぱり病気になったときに、ちゃんと診断

をして、原因を分析して、そのもとで処方箋

をつくって対応していかないと、対策を誤り

かねないと。なぜ、こういう赤潮発生である

とか、異常な状況が発生したというふうに県

は分析しておられるのかということについて

お尋ねしたいと思います。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 海域環境につきましては、昨年３月に、国

の総合調査評価委員会報告が出されまして、

その中で、さまざまな状況、また原因、要

因、分析等がなされております。その中で書

かれておりますのは、やはり底質の悪化や海

水温の上昇、また潮流の変化と、さまざまな

変化等により、やはり海域環境に何らかの変

化が生じているのではないかというようなこ

とで書かれております。 

 先ほど、水産資源の減少等の報告がありま

したけれども、その具体的な要因等につきま

して、どれがやはり原因かというのはなかな

か特定できないという状況ではないかと考え

ております。 

 今回、特別委員会ということで、山から

川、海に至るまで総合的な対策をとること

で、やはり海域環境の水質、現状では環境基

準達成率が横ばいということでございますの

で、達成率が向上するように、また、水産資

源のほうも、今低迷状況でございますので、

それが向上するように、そうしたことで、こ

の特別委員会として、さまざまな分野の取り

組みをそれぞれの関係各部局しっかりと取り

組むことで、有明海、八代海の再生につなが

るものと考えております。 

 

○山本伸裕委員 原因が特定できてないと、

さまざまな対策をやっていく必要があるとい

うことのお話でしたけれども、ただ一つやっ

てないのが、潮受け堤防開門調査ですよ。 

 それで、やっぱり赤潮発生の原因というの

は、結局、海の富栄養化が直接的な原因にな

ると思われますけれども、それは有明海異変

の状況が叫ばれる以前から、窒素にしても、

このリンにしても、含まれてる量は変わらな

かったわけですよ。それがなぜ赤潮が発生す

るようになったのかと。そこに潮流の変化が

影響してないのかというようなところがある

わけですから、いろんな対策を総合的に何で

もやるというふうにおっしゃるのであれば、

ただ一つやってない開門調査は絶対やるべき

だというようなことを国に強く言ってほしい

というふうに思います。 

 それから、続けていいでしょうか。 

 有明海と八代海の水産資源の現状について

の御報告があったんですけれども、有明海

は、平成14年ぐらいから大体横ばいと、70

％、80％台で推移していると。八代海につい

ては、少しずつ減少していると。ちょっと同

じ異変と言われても、状況が傾向が違いがあ

るというような御報告なんですけれども、そ

れはどこにどういう原因があるというふうに

捉えられているんでしょうか。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 有明海と八代海の違い、まず、基本的に生

息する対象魚種が多少違うということは大き

いかと思っております。有明海の場合は、ク

ツゾコであったり、スズキであったり、それ

から八代海のほうであれば、イワシ、それか

らヒラメ、タイということで、多少魚種が違

うということは大きいかと思っております。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。やっぱり有
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明海の場合は、ベントスですよね。底生生物

がかなり減少したというようなところが、か

なり漁獲なんかにも影響しているんじゃない

かなというふうに思っております。そこら辺

も、ぜひまた今後意見交換させていただけれ

ばと思っております。 

 それで、もう１点いいでしょうか。 

 

○山口裕委員長 ベントスて調べたんです

か。生息数が減少しとるて。個人的な教授の

調査はあっとるよね。それを公に使っとる

と。 

 

○山本伸裕委員 ベントスの減少は、相当発

表はされているようでしょう、学術論文なん

かで。 

 

○山口裕委員長 それは評価委員会とかでは

使ってないよね。確認させますので。 

 

○山本伸裕委員 ハイガイの減少とか、それ

がかなり植物プランクトンの浄化に貢献しと

ったというような分析がありますけれども、

そのハイガイがほとんどなくなっていると。 

 

○山口裕委員長 どういった分析ですか。お

名前とか論文の名前とか。 

 

○山本伸裕委員 調べればすぐ出てきますか

ら。 

 

○山口裕委員長 教えてもらえば助かります

ので。 

 

○山本伸裕委員 これは、大学の先生なんか

がいろいろ出しておられますので……。 

 

○山口裕委員長 大学の先生はいっぱいいら

っしゃいますので……。 

 

○山本伸裕委員 長崎大の東先生、それから

元中央水産研究所室長の佐々木さん、県立大

学の堤先生、こういったところからの意見で

言われておりますので。 

 

○山口裕委員長 もう１点、ちょっと山本先

生があるそうです。 

 

○山本伸裕委員 資料の別冊の12ページ、あ

るいは19ページですね。 

 放流事業についてなんですけれども、混入

率が、マダイの場合が２％から20％と書いて

ありまして、かなりちょっと幅があるんです

けれども、これはどういうふうに理解したら

いいのかというのをお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○山田水産振興課長 マダイにつきまして

は、通常、放流いたしますと、長ければ10年

ほど漁獲をするということになります。です

ので、多いときには、それに含まれる混入率

が高かったり、年によっては低かったりとい

うことで、多い年、少ない年ということで、

２％から20％というふうに記載をいたしてお

ります。 

 

○山本伸裕委員 ちょっとかなり幅が大きい

ものだから、どういう傾向なのかなと。それ

で、費用対効果が0.4というふうに出ていま

すけれども、これは平均的なということなん

ですか。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 やはり回収率が若干ちょっと下がっている

ことというのが１つ原因と、それと魚価がや

はり少し下がりぎみにあるということで、費

用対効果がちょっと今減少ぎみでございま

す。以前は、もちろん１を超えてたというと

ころでございますが、そういう状況で0.4と



第16回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年６月21日) 

 

 

 

- 28 - 

いうところでございます。 

 

○山本伸裕委員 委員長、あと１点だけよろ

しいですか。済みません。 

 資料の29ページですね。排水機場の問題

で、平成34年でしたか……。 

 

○福島農地整備課長 33年です。 

 

○山本伸裕委員 33年ですか。30、31、32、

33と、かなりちょっと時間がかかるなという

印象なんですけれども、排水機場の改善とい

うようなことであれば、なぜそんなに時間が

かかるのかなというふうに思ったんですけれ

ども。 

 

○福島農地整備課長 排水機場、今先ほども

言いましたとおり、５カ所の排水機場をやっ

ておりますけれども、スタートが25年からや

ってます。一遍にやっているわけではありま

せんで、１地区ずつ時間を置いて採択してい

ってやっているということで、全部で９年か

けて、１カ所で５年か６年ぐらいかかりま

す。１カ所10億ぐらいの事業費がかかりまし

て、１つの排水機場につきまして、土木工

事、ポンプ工事、電気工事というように、幾

つかの債務工事を出していくような形になり

ますので、なかなか簡単に１カ所１年でとい

うわけにはいきませんので、そういう形でや

らせていただいております。 

 

○山本伸裕委員 これは末松委員なんかも大

変御心配じゃないかと思うですけれども、か

なりやっぱり内水被害の心配については、相

当先日の大雨もありましたし、一刻も早い対

策が求められるんじゃないかというふうに思

うんですよ。もし大規模な豪雨があったとき

に、今の浅海化の状況で、樋門もかなり機能

しないような樋門があって、どういうふうに

対応されるのかというのを心配しているんで

すけれども。 

 

○福島農地整備課長 排水機場の能力としま

しては、今ある排水機場の能力でほぼ足りて

おりますし、だんだん雨の降り方というのが

少しずつ大きくなっておりますので、それに

合わせて、更新時期にちょっと機能アップし

ていくようなやり方をとっております。 

 それから、排水機場というのは、あくまで

満潮時に自然排水できない場合に使うやり方

でありまして、干潮時は今の樋門で十分対応

できているというところです。 

 

○山本伸裕委員 はい、わかりました。いず

れにしても、ぜひ早急な対応をお願いしたい

というふうに思います。 

 ありがとうございました。 

 

○小早川宗弘委員 この別冊のほうの「海域

毎の再生に向けた取組みについて」というふ

うなことで、６ページ、水産振興課、山田課

長だと思いますけれども、先ほどから山田課

長、いろいろ水産資源の回復ということで、

養殖関係の技術をさらにアップして、今非常

に養殖業が盛んであるというふうな話、技術

も高くなってきているというふうな話で、６

ページに書いてありますけれども、これまで

の熊本県の取り組みということで、アサリだ

とかクルマエビについて、こういう技術を開

発されているというふうなこと。 

 特に、このアサリについては、網袋設置だ

とか、あるいは被覆網による稚貝の育成とい

うふうなことで、これはもう数年前から取り

組まれているというふうに思いますが、どれ

ぐらい前ですかね。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 25年ぐらいから、たしか取り組んでおった

かと思います。 
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○小早川宗弘委員 はい。私も、この有明

海・八代海再生の委員会は、３～４回目とい

うふうなことで、３年ぶりにここに来たんで

すけれども、当時から、非常にこれは注目、

成功してほしいなというふうなことで、私も

個人的にはしっかりと取り組んでいただきた

いというふうな思いで来ましたし、現在の取

り組みというふうなことで、特にアサリにつ

いて、熊本県というのは、アサリが以前は非

常によくとれよったというふうなことで、い

ろいろな環境の変化あるいは環境の悪化によ

って、アサリがだんだんだんだんとれなくな

ってきているというふうなことで、この養殖

技術を早期にやっぱり確立していかんばいか

ぬなというふうに思うとですよね。 

 そこで、実用化に向けた今後のスケジュー

ルというか、今後の予定というか、どういっ

たことが課題なのか。実用化できて、多くの

漁業者が、こういう養殖技術を使えることは

将来的には可能なのかどうかというのをちょ

っと聞きたいと思います。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 まず、網袋を使って蝟集をするのか、稚貝

を集めることができるのかということからス

タートしておりまして、実際に稚貝が非常に

集まってくるということで、非常に効果があ

るというふうに認識をいたしております。 

 次はどうやっていくかというと、それから

とったアサリをしっかりと卵を産んでもらう

母貝集団として活用していくということで、

今後はそれに向けて取り組みたいということ

で、現在の取り組みのところで母貝形成試験

というふうなことでやっていこうというふう

に考えております。 

 これは、意外と地元でしっかりと自分たち

で取り組んでいける内容でございます。漁場

の管理の中で、皆さんにやっていただける

と、非常に資源に対してはいい効果を与える

のではないかというふうなことで、その指導

については現場の普及員等でまた続けていき

たいというふうに考えております。 

 

○小早川宗弘委員 先ほども言いましたけれ

ども、熊本県ではいっぱい昔はアサリがとれ

よったと。もうとれぬごとなったけん、もう

環境がかなり悪くなったというふうな──ア

サリイコール熊本県の環境がよくなったか悪

くなったかというのがイメージできると思う

とですよね。これだけ熊本県のアサリはとれ

るようになったんだ、昔に復活したんだとい

うふうなことであると、もう熊本県の海洋環

境そのものがよくなったというふうなイメー

ジづけもできるのかなと。 

 なかなか、皆さんいろいろ取り組みばやり

よるばってん、何の取り組みばしよっとか成

果が得られぬというのが、何かこのそういう

ふうな状況のようにも思いますので、ぜひ、

このアサリに限らず、こういう新しい技術の

開発というのを強く進めていただきたいと思

いますし、ほかにも他県とか他国とかいった

例もあると思いますので、あるいは民間企業

さんとかと勉強しながら強く進めていってほ

しいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 アサリについては、本当に一生懸命やれる

ことを何でもやるというようなつもりで今取

り組んでいるところでございますが、昨年か

ら若干漁獲量がふえてきているということ

で、少しレベルが低いところではございます

けれども、少しは回復の兆しがあろうかと思

います。また、漁業者の方々も、そういう認

識をちょっとしていただきつつあるのかなと

思っておりますので、引き続き漁業者の方々

と一緒に資源の増殖に努めてまいりたいと思
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っております。 

 

○西山宗孝委員 水産振興課のほうにお尋ね

をします。 

 別冊の14ページ、ノリの平成20年から29年

までの枚数、金額、単価が上がっております

けれども、県が一生懸命環境づくりをされた

結果でもありますが、今の各漁業組合では総

会とかあってまして、昨年と比べたらどうだ

こうだという話もあっておりますが、漁民の

方々からよくお話を聞くのが、よかったねと

いうお話もありますが、なぜよかったかとい

う何か分析もそれぞれで、割とざっとしとる

ということで、１つお尋ねしたいんですけれ

ども、枚数的には、過去10年間ぐらい見て、

必ずしも多くはないという数字であろうと思

います。 

 それから、単価ですけれども、単価は確か

に昨年の次に来る単価であるということで、

結果的には数字も金額も押し上げているとこ

ろでありますけれども、この単価について

は、質的なものもありますけれども、市場的

な影響が、例えば佐賀であるとか九州の中で

どうだとか、そういったことも含めて分析し

ないといかぬのかなと思っているので、その

あたりをおわかりであれば、少しお聞かせい

ただければと思っております。 

 それから、もう１つ、６ページ。 

 アサリのことが今幾つか御質問ありました

けれども、エイ食害の対策ということで、県

のほうも一生懸命いろいろ指導いただいてい

るところなんですけれども、有明海のモンゴ

ウイカというのは、非常に有名なイカであり

まして、毎年、イカをとる方々が神事までし

て産業祭みたいなものをやるんですけれど

も、その神事の際に、イカそのものが、こと

しはなくて掲げることができなかったとい

う。過去初めてだということなんですが、実

は、昨年とことし、スタートはよかったんで

すけれども、即座にゼロに近い状態になっ

て、ノリの裏には、そういったアサリとかイ

カとかをとりながら生計を立てている方もい

らっしゃるものですから、そのイカの極端な

減少について、何か考察でもあればお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 まず、ノリについての御質問でございます

が、ノリについては、質といたしましては、

一斉撤去をやる、それから種つけをおくらす

など、質の向上をさせるということで取り組

みをしております。そういう意味では努力を

されているという部分かと思います。 

 それから、生産枚数が少ないのではないか

ということですが、確かに昨年は、後半が寒

波で少し伸びが落ちたところでございます。

ただ、実際には、例えば、平成20年の経営体

が476経営体に対して、平成29年は331経営体

ということで、実際に１経営体当たりの生産

枚数というのは、かなりふえているところで

ございます。ですから、全体的に見るとちょ

っと少ないんだけれども、個別個別で見られ

ると、生産量は10年前と比べるとかなりふえ

ているというところでございます。 

 それから、市況についてでございますけれ

ども、全国的に、やはりノリの養殖業の方

々、やはり非常に資本投資がかかる、それか

ら後継者がなかなかいらっしゃらないという

ことで、やはり全体的に供給する側のほうが

少なくなってきつつあろうかと思います。そ

こら辺が、今回もしくは昨年の高い魚価高、

ノリの単価高に影響しているというふうに考

えております。 

 引き続き、一斉撤去などに努めて、質のい

いノリをつくっていくという思いで進めてい

きたいというふうに思っております。 

 それから、イカについてでございますけれ

ども、私も確かに、ことしは昨年と比べると

スタートは順調だというふうに聞いておりま
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して、その後非常にとれなくなったというの

は、ちょっと余り詳しく把握しておりません

でした。申しわけございません。ただ、あわ

せて、原因についても、ちょっとまだそこら

辺の把握はできておりませんので、この場で

ちょっとお答えできることはございません。

申しわけございません。 

 

○西山宗孝委員 ノリについては、後継者の

方々、少ないながらも、いろいろ共同経営、

共管であるとか、いろいろ勉強もされてるん

ですよね。全国的なそういった市況の話も、

あるいは全国で後継者は少ないんだという話

も含めながら、やっぱりできるだけの情報を

総会なり漁協なりに寄せていただくと、また

若い方々も意欲的になってくると思うんです

よね。よそがよそであれば、俺ら頑張ろうと

いう話にもなってくると思うので、そういっ

た情報も、今議会でも説明されてますような

ことを、ぜひとも組合側にもお話しいただけ

ればと思います。 

 それから、モンゴウイカについては、今委

員長も食べられたことあると思います。とっ

てもおいしく味のある──漁業の売上高で

は、水揚げ高では大した量ではないんですけ

れども、都市部ではイカ祭りという飲食店内

を含めたイカをモチーフにした客寄せもたく

さん過去あってまして、去年、ことしは、看

板は上げたけれども、ほとんどできなかった

ということは、モンゴウイカに限るんですけ

れども、ぜひとも、原因究明が難しいかどう

かわかりませんけれども、どういった事情で

──非常に環境に影響するようなこともあり

ますし、またエイの影響かどうかもわかりま

せんので、可能な限りイカについても目を配

っていただければと思っております。よろし

くお願いしときます。 

 以上です。 

 

○山田水産振興課 水産振興課でございま

す。 

 ノリは、終わった後に勉強会とかをやりま

すので、そういう中で、できるだけ多くの情

報を地元のほうに出していけるように、出先

の普及員と連携してまいりたいと思います。

また、コウイカについても、わかる範囲、水

研とまた連携をして情報収集していきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○末松直洋委員 27ページの耕畜連携による

堆肥の広域流通というところに質問したいと

思います。 

 最近は、ホールクロップサイレージ、ＷＣ

Ｓの栽培あたりで、水田にわらを切り込まな

くなってどんどん痩せていってるということ

で、堆肥ももちろん入れてほしいということ

なんですけれども、水田農家は田んぼにどん

どん堆肥を入れてもらいたいんですけれど

も、今の米の価格の低迷で、とてもお金を払

って堆肥を入れてもらう余裕はないというこ

と。ただ、畜産農家も、ただで入れてやるの

は、燃料代も日当ももらわないのにというこ

とで、非常にそこら辺がマッチしてないとい

うことであります。 

 以前は、ここにもかなりの予算がついてた

と思うんですけれども、現在、畜産農家の堆

肥の在庫というのは、私の知る限りではどん

どんふえていってると思うんですけれども、

そこら辺は、どういう、県のほうは把握され

ていますでしょうか。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 堆肥の広域流通につきましては、大体菊池

から八代であるとか阿蘇、熊本、そういった

ところに大体７万トンが今広域流通というこ

とで動いております。県内全域では126万ト

ンほど堆肥は生産されていると思いますけれ

ども、広域流通用については７万トンでござ



第16回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年６月21日) 

 

 

 

- 32 - 

いますが、毎年徐々に伸びてきている状況で

はございます。 

 畜産農家と耕種農家のやはりマッチングと

いうことでお話ございましたけれども、今ど

うしても高齢化というのもありますので、や

はり耕種農家で堆肥をそういった散布できる

状況を、やはり組織とか、若手のほうが組織

化して堆肥の散布をするとか、そういった組

織も県内のほうにございますので、それから

ホームページ等も作成しておりますので、そ

ういったものを通じまして情報をしっかり出

して、双方向のマッチングを図っていきたい

というふうに考えております。 

 

○末松直洋委員 堆肥を購入して、お金を払

って畜産農家に──スコップとかではなかな

か掘れないですね。畜産農家は堆肥を散布す

る機械も持っているので、そこら辺のある程

度予算が今後必要になると思うんですよ。そ

こら辺をどうお考えでしょうか。 

 

○酒瀬川農業技術課長 今、耕種農家と畜産

農家の堆肥とそれから稲わらの交流、物々交

換の場合には、そういったお金の動きがない

場合もございます。ただ、やはり御意見いた

だきましたとおり、そういった機械等もござ

いますので、その辺につきましては、今後補

助事業も含めまして検討させていただきたい

というふうに考えております。 

 

○末松直洋委員 よろしくお願いします。 

 もう１点、先ほど山本委員のお話にもあり

ましたけれども、八代海湾奥部の調査をして

いただいております。本当にありがたいこと

であります。 

 昨年は、泥質化の中身を調査していただい

たと思うんですけれども、本年度は熊本大学

の先生による調査をするということでありま

すが、大体どのような調査をされるのか、少

しお聞かせください。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 昨年度は、底質の泥土状況調査等を行いま

したけれども、今年度につきましては、八代

海湾奥部の地形測量ということで、平成18年

度に一度湾奥部の地形測量をやっております

けれども、同じ区域を測量し、どの程度浅海

化が進行したかを把握したいと考えておりま

す。 

 

○末松直洋委員 18年からもう12年ほどたっ

ておりますので、かなり状況はまたさらに悪

くなっておりますので、ここは漁場としても

非常に向かないということは判断されており

ますので、しっかりと今後の対策を一緒に練

っていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 山田課長ばかり集中してい

るので、申しわけないんですが、お尋ねだけ

ちょっと。 

 先ほど資料の２ページで、これは前回もこ

ういう資料で説明いただいたんですけれど

も、漁獲量、これ見て全く素人の考え方で、

ノリですね。ノリは、ずっと順調に生産枚数

も横ばいないしは上回っているということで

すが、私の荒尾沖のアサリガイ、タイラギを

一回一般質問したんですけれども、これは、

ここの表でも、もう平成２年ぐらいから激減

して、ほぼゼロの状態。 

 最近、先ほど説明のように、アサリのいろ

んな試行をされて生産量が上がってきている

というのは理解して、努力をされていること

に敬意を表しますけれども、全体見て、この

アサリの漁獲量のずっとほぼほぼ低空飛行

と、ノリ、これはどういう、同じ海でやっぱ

り海水と海底、この違いですかね。違いとい

うのは。 
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○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 まず、ノリについては、養殖でございます

ので、基本的には、養殖業者の方々がしっか

りと手入れをされ、管理をされ、かなり計画

的に生産できるものでございます。かといっ

て、自然現象に対してまるっきり影響がない

かというと、そうではありませんで、当然、

水温であるとか、その年の状況によって影響

は受けるというものではございますけれど

も、アサリについては、自然に発生してきて

いるものを漁獲するということで、人が今一

生懸命管理はやっておりますけれども、人の

かかわりといいましょうか、管理できる量が

やはり極めて少ないということで、やれるこ

とはやっておりますが、そのウエートが養殖

と比べるとかなり違うというところかと思い

ます。そこがやはり大きな違いかと。 

 

○岩中伸司委員 基本的には、養殖でノリは

育てているということと、アサリあたりは、

もう自然に──しかし、この極端に落ち込ん

できた、これは乱獲かなんかがアサリの発生

をもとからだめにしてしまったのかどうなの

か。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 アサリの漁獲量がなぜ減った、資源がなぜ

減ったのかということでございますが、いろ

んな現象が当然かかわってきているというふ

うに思っております。 

 昭和50年代、６万5,000トンの漁獲があっ

たわけですけれども、当時は非常に安い値段

でございました。振り返りますと、安くて、

クルマエビ養殖業の餌に売るといったぐらい

安かったということを聞いております。それ

が金額が非常に高くなったということで、や

はり漁獲圧というのは非常に高くなってしま

ったと、それは一つ言えるかと思います。 

 また、その当時、50年代後半から60年代に

かけて、ホトトギスガイというのが、いわゆ

る競合する二枚貝が大量に発生をいたしまし

て、そこで少し負けてしまうといいましょう

か、部分もあろうかと思いますし、その後

は、やはり大水水害であったりとか、いろん

な環境が絡み合って、やはり減少してきてい

るのかなというふうに、１つではないのでは

ないかというふうに考えております。 

 

○岩中伸司委員 そういう状況も想定できる

ことですけれども、根本的な原因というのは

まだ明らかではないんじゃないかというふう

に思うんですね。 

 いろいろ、先ほどもちょっと山本委員から

も質問があったんですけれども、諫早湾干拓

の問題は、私もずっとこだわりながらこれま

でも言ってきたんですが、先ほどの説明で

は、ずっとこう今、もう開門しないという前

提で、100億円基金で今後再生を図っていこ

うかという動きになってて、今度は７月には

高裁の判決が出るということで、４回の協議

には漁業者側は出てないようなので、熊本県

として、これまでは一貫して、蒲島知事の答

弁でも開門を求めていくんだというそういう

答弁だったと思うんですが、それは今も変わ

りはないですかね。部長どうですか。 

 

○福島農林水産部長 開門調査の必要性につ

いては、はい、その認識はもちろん変わって

ないんですけれども、それは各漁協、漁連さ

んも同様でございます。 

 ただ、今有明海の再生が待ったなしの状況

の中で、とにかく早くやっぱり対策を講じて

ほしいという思いから、できれば今の和解が

進んで、次のステップに進めるようにという

のが、今大方の意見でございますので、県も

その意見に寄り添いながら進めていきたいと

思っております。必要性について変わったと

か、そういうことはございません。開門調査
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のですね。 

 

○岩中伸司委員 そのことを聞いて少し安心

をしたんですが、どうも今の動きは、もう高

裁で判決が今度また出されたりして、漁業者

も動きが非常に複雑になってきているような

んですね。ただ、諫早の農業者の中で、やっ

ぱり開門すべきだという人たちも出てきてい

るし、やっぱり熊本県もちょっと積極的にこ

の開門調査、急げば急ぐほどそういう調査も

具体的にしていかなければいけないと思うの

で、強くやっぱり国に要望をしていただきた

いというようなことを要望しときます。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○磯田毅委員 アサリの質問ばかりで申しわ

けないんですけれども、ただ、私は、この

前、議員会館で国の方々とお話ししたときに

も感じたんですけれども、国全体でアサリ資

源が減少しておると。 

 この前見にいった静岡県の浜名湖だったで

すかね、その前に見た三河湾、これも愛知県

なんか１万トンあった生産量が急激に落ちて

今6,000トンぐらいですか、非常に減ってる

という中で、やっぱり原因の究明は非常に難

しいという中で、静岡県に見にいったときに

も、静岡県からは、アサリの研究開発につい

ては、非常に熊本県が進んでいるということ

を説明聞いたわけなんですけれども、国の今

の資料も、私この前もらって読んだんですけ

れども、この原因がまだわからないというの

が、大方の私が今見た範囲では──そういう

中で、ぜひ、熊本県の水産部あたりが、アサ

リの資源の回復にぜひとも力を発揮して、国

をリードしていくような研究調査してもらい

たいと。これはエールですけれども。 

 

○木村水産局長 アサリの資源は、委員おっ

しゃるように全国的な傾向でございます。全

国の研究会の中でも４つの要因が今挙げられ

ております。 

 １つは、埋め立て、底質の悪化、貧酸素、

赤潮発生による生息場の減少、もう一つが、

おっしゃったように、理不尽な資源管理によ

るいわゆる乱獲、３番目が再生産機構の崩壊

といいまして、これは１つの産卵場がなくな

りますと、そこから供給されていたアサリが

いなくなるということで、それが全体に減少

する要因になってしまうということです。４

番目が、やっぱりナルトビエイ等の食害と、

あと競合生物の発生等というふうに、この４

つのことが原因として挙げられております。 

 水産研究センターでは、この４つのことに

対しまして、いろんな試験並びに調査を継続

しておりまして、現在水産局でやっておりま

すいろんな事業に関しましては、この４つの

ことに関して、全て対応したような内容で進

んでいるというふうに認識しておりますの

で、あとはいかに今残っている稚貝を育てて

いくのかということで、また漁業者とともに

進んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○山本伸裕委員 岩中委員から有明海再生基

金の問題について御発言がありましたので、

この問題は、村上寅美先生が珍しく共産党と

見解が一致したというふうにおっしゃってい

ただいたので、これはちょっと私も頑張って

言うとかないかぬと思うんですけれども、農

水大臣が、結局裁判の和解協議がまとまらぬ

ということで、この基金もなくなるでしょう

みたいな発言をされてるわけですね。これは

けしからぬ話で、やっぱり裁判の開門しない

ことを前提とするみたいな取引条件で基金を

持ち出してくるというのは農水省はとんでも

ない話で、やっぱり有明海の再生であると

か、これはもう漁協側からもずっと要望があ

ってた話なので、その和解協議とか裁判の行

方とかとは切り離して、基金についてはしっ
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かり確保せないかぬというようなことは、ぜ

ひ国に言ってほしいというふうに思います。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、次に、地球温暖化対策に関する

件について質疑はありませんか。 

 

○山本伸裕委員 資料の59ページ、60ページ

にかけてのところなんですけれども、パリ協

定で今回新しく盛り込まれた方針として、適

応計画というのを積極的に策定していこう

と。国のほうもそういう立場で積極的に推進

をされてるというふうに思うんですけれど

も、つまり温暖化が進行したことに伴ってど

ういう影響が出てくるのかと。 

 例えば、農業、漁業を初めとした産業分野

で、温暖化異常気象のもとでどんな影響が出

るか、あるいは治山・治水対策などの防災面

での影響、あるいは人体への影響、例えば２

度程度の気温上昇だったら熱中症は２倍ぐら

いになるんじゃないかと言われてますけれど

も、これが４度上昇すれば熱中症は８倍以上

になるんじゃないかというような非常に深刻

な影響が心配されてるわけですね。 

 そういったことも踏まえて、各自治体が適

応計画を策定しようというようなことを呼び

かけられてると思うんですけれども、熊本県

はそういった適応計画についての策定という

点での検討あるいは進捗はどういうふうにな

ってるかということをお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 ただいま御発言のありました国の気候変動

適応法につきましては、ことしの６月６日に

制定されたところでございます。 

 この中で、県にかかわる主な内容として

は、地域気候変動適応計画策定の努力義務等

がございますけれども、本県におきまして

は、平成28年２月に策定いたしました第五次

環境基本計画の中で、防災、農業、水産業、

健康の４分野における適応計画を既に作成し

ておりまして、例えば農業分野では、温暖化

に適応した米の品種改良等が進められている

ところでございます。 

 また、平成23年度に、庁内の関係課で構成

いたします地球温暖化影響適応部会を立ち上

げまして、全庁を挙げて適応策の推進を図っ

ておりますので、今後、国の法律ができまし

たので、国の今後の動向等も踏まえまして、

また本県の計画の充実や強化等についても検

討していきたいと考えております。 

 

○山本伸裕委員 やっぱり今の世界の動向を

踏まえて、適応計画も今日の異常気象の状況

を踏まえたやっぱり策定が──おっしゃられ

たように、全庁挙げての対策も防災も含めて

必要だというふうに思いますので、ぜひ、引

き続きこれの中身の充実というようなところ

をお願いしたいというふうに思います。 

 もう１点よろしいでしょうか。 

 

○山口裕委員長 はい、どうぞ。 

 

○山本伸裕委員 削減目標が60ページに書か

れてまして、国の削減目標は26％、県はそれ

を上回る30％の削減目標を立ててますと。た

だ、これは1990年比で国の場合は18％という

ことで、これは世界から非常に日本の取り組

みは消極的だというふうに批判を受けてるん

ですよね。そういう点では、かなりやっぱり

積極的な目標を引き上げて取り組みを強化す

べきじゃないかというふうに思っているんで

す。1990年比で40％以上の目標を立てない

と、最終的な目標達成ができないんじゃない

かというようなことも指摘されておりますけ

れども、そういう目標の見直しなんかについ

ては御検討はなされませんでしょうか。 
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○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の59ページにありますとおり、国のほ

うでは、パリ協定も踏まえまして、平成25年

度比、目標年度42年度で26％削減という目標

を定めております。 

 一方、60ページに、本県の温室効果ガス排

出量の削減目標ということで、2030年度、平

成42年度の目標といたしましては、国より厳

しい基準年度比30％削減ということで設定を

しております。 

 これにつきましては、国に比べまして、先

ほど資料の方でも説明いたしましたとおり、

条例に基づく事業所計画書制度による事業者

の取り組み等を本県の場合見込んでいること

から、国より高い目標を設定しております。 

 こうしたことから、現時点では計画の変更

等は考えておりませんけれども、パリ協定も

踏まえまして、しっかりと温暖化対策に取り

組んでいきたいと考えております。 

 

○山本伸裕委員 国の目標以上に県が積極的

な目標を掲げておられることについては、私

も積極的に評価したいというふうに思います

が、ただ、このまま2030年、削減目標に向か

って本当に進んでいけるのかというようなこ

とについては、非常に不安があります。 

 というのは、熊本の場合は、苓北発電所を

抱えているわけですね。今御承知のとおり、

国際会議なんかでも火力発電は物すごくやり

玉に上げられておりまして、先進国について

は、もう火力発電は2030年まで全廃せないか

ぬというようなことも言われてるわけですけ

れども、熊本県の積極的な取り組みとして、

もちろん苓北発電、九電に対して強制力とい

うのはないかもしれませんけれども、例え

ば、再生可能エネルギーへの積極的な技術開

発研究であるとか、そういったものを支援す

るであるとか、そういうやり方で火力発電の

廃止に向けての促進を図るような努力も必要

じゃないかというふうに思うんですけれど

も、そういった点でのお考えはありません

か。 

 

○山口裕委員長 今のは、会議の中で発言が

あってる一つの意見として表明されとるだけ

で、会議で決められたことではないですよ

ね。それ尋ねますか、火力発電の廃止。それ

は意見として出されただけでですよ。それで

決められた内容ではないですから。 

 

○山本伸裕委員 だから、二酸化炭素の排出

削減に向けて火力発電は全廃せよと。熊本で

苓北発電が存在していると。 

 

○山口裕委員長 それはもちろんわかってお

ります。それはわかっておりますけれども、

今の発言は、それは一つの発言として表出し

とるだけで、話し合いの場で決められたこと

じゃなかですからね。 

 

○山本伸裕委員 もちろん。ただ、県は、そ

の火力発電の存在について、これからどうい

うふうに考えているのかというようなことで

すよ。 

 

○山口裕委員長 聞き方が違うので。なら火

力発電についてです。 

 

○山本伸裕委員 今の点についてお伺いしま

す。 

 

○坂本エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 火力発電がどうかというところよりも、や

はり県としましては、今総合エネルギー計画

に基づきまして、再生可能エネルギーの導入

促進のほうを力入れておりますので、国も今

度エネルギー基本計画の中では、再生可能エ

ネルギーを主力電源というふうに位置づけて
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いるということもありますので、県として

は、再エネの推進、こちらにしっかり頑張っ

ていきたいというふうに思っております。 

 

○山本伸裕委員 再生可能エネルギーへの転

換を図るというような点は大事だと思うんで

すけれども、ＣＯ2排出削減目標との関係

で、苓北発電所は、これは静観するとかとい

うようなことでは削減目標を達成していける

のかというような疑問があるということは表

明させていただきたいと思います。 

 

○濱田大造委員 長時間になって質問を続け

るのも心苦しいんですけれども、再春館製薬

所がＣＭを流しているのを御存じと思うんで

すけれども、電力は全部ゼロパーになりまし

たよみたいなあのＣＭ、ああ、すごいことだ

なと感じてまして、県内で最大の事業体はや

っぱり熊本県なんですね。事業体。熊本県と

して、例えば自然エネルギー電力で０％を目

指しますよとかあってもいいと思うんです

よ、太陽光を至るところに設置して。 

 今熊本県は、そういう太陽光のパネルで電

源は何％賄ってますよとか、そういう数値は

ありますか。教えてください。 

 

○坂本エネルギー政策課長 済みません、ち

ょっと手元に数字すぐ確認できなくて申しわ

けありませんが、県内のエネルギー消費量に

ついては、苓北の火力発電所がかなり大きい

ウエートを占めますけれども、それと太陽光

発電とかの再生可能エネルギーの発電量を合

わせれば全部賄えるという、そういう状況で

はございます。それと、再エネがどれぐらい

かというところは、またちょっと確認してお

答えさせていただきたいと思います。 

 

○濱田大造委員 ぜひ、もう熊本県が最大の

事業体ですので、熊本県所有の建物の屋上に

は全部太陽光ソーラーをつけるとか、もう予

算化していただいて、どんどん積極的にやっ

ていただきたいと考えています。 

 あと１点です。 

 県が所有している車とかも全部ＥＶ車に変

えるとか、それを発表してもいいと思うんで

すね、そういうのを掲げて。徐々であっても

いいと思うんですけれども、やっぱり電源も

全部再生エネルギー、県庁で使う電力に関し

ては再生エネルギーですよと。そうすれば、

もう温度設定も別に再生エネルギーで全部賄

ってたら24度にしたっていいと思うんです

よ。ぜひそういう政策をお願いいたします。

これは要望で結構です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩中伸司委員 私は、温暖化に逆行する言

い方があるかもしれませんけれども、やっぱ

り逆行というか、この県庁の庁内ですね。私

はよく歩いていくんですけれども、本当に議

会から行ったら、もう暑くて暑くて、ちょっ

と歩いたら汗じゅっくりになるんですよ。 

 確かに、温暖化で28度設定というのはわか

りますが、小中学校、学校も今はやっぱりそ

ういう施設をずっと取り入れているというこ

とで、それぞれの教室にもクーラーはついて

いくんですかね。これからついていくと思う

んですが、県庁内は、やっぱりそういう設備

があるわけですから、今話のあるように、再

生エネルギーを最大限活用するような形をと

って、もっと働きやすい何か職場にしなけれ

ばとんでもないことだなと思うんです。 

 お客さんは、みんなスーツにネクタイで来

ているんですね。やっぱりこういうことです

ので、ぜひ温暖化対策は積極的にやりなが

ら、再生エネルギーを活用しながら、県が率

先して──どうも28度設定というと、仕事す

るところは30度超すんですよ。そういう現状

にならないような配慮をぜひお願いしたいと

思います。要望です。 
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○山口裕委員長 要望でよかったですか。 

 

○岩中伸司委員 はい。いや、決意があれ

ば、そのように努力しますと決意の一端を聞

かせてもらえば助かりますが、なかなか難し

いと思いますので。 

 

○山口裕委員長 もうないと思いますので、

要望でお願いします。 

 

○濱田大造委員 67ページになるんですが、

パーク・アンド・ライドのいろんな施策があ

ると思うんですが、特に過疎の町とかで乗り

合いのタクシーとか何とかならないかと、国

のほうでも検討中だと思うんですが、日本だ

けがなぜかウーバーという会社がなかなか進

出できないでいるんですが、ぜひ、新しい試

みとして、乗り合いタクシー的な日本独自の

ものがあってもいいと思うんですが、そうい

うのも政策に加えていただきたいなと。乗り

合いにすれば、それだけ消費エネルギーは少

なくなるわけですから、ぜひ、その観点で今

どうお考えなのかを聞かせてください。 

 それでは、あと１点ですね。続いてなんで

すが、71ページになるんですが、この森林の

クレジット制度に関してなんですが、これ大

変いい政策だと思うんですが、五木村で今や

ってるということで、これは金額はどのくら

いなのか。 

 また、熊本県の県有林というか、国有林、

私有林も含めてですけれども、将来的に、こ

ういうクレジットになるんだったらどのくら

いの金額まで販売できるのかというような、

そういうのがわかっていたら教えていただき

たいんですが。 

 

○山口裕委員長 それぞれありますか。乗り

合いタクシーの件。 

 

○江橋交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 委員御指摘のありました、特に過疎地域で

すとか中山間地域での交通網といいますか、

ですけれども、現在、この資料にも書いてお

りますとおり、地域公共交通網形成計画とい

うものを前向きにつくっている団体が多うご

ざいます。 

 その中で、やはり高齢者の免許返納等々の

問題もございますので、乗り合いタクシーで

すとか、コミュニティーバスとか、各地域地

域の実情に応じた形で運行を今模索している

というような状況でございます。 

 今ウーバーの話がございましたけれども、

あれは、一応今特定地域といいますか、国の

ほうでも特区あたりを制定いたしまして、ご

くごく一部で試験的に運行されておりますけ

れども、中には、やはり地元のタクシー事業

の人たちの調整ですとか、あと、どうしても

全然見知らぬ人と乗り合いするのはやはり怖

いというような安全性の問題等もございます

ので、国のほうでは今方針を進めているとい

うことでございまして、特にオリンピック、

パラリンピックを控えまして、そういった方

針を進めているということでございますの

で、熊本県としても、その動きを注視いたし

まして、取り入れられるところは取り入れて

いこうと、これから勉強をしていこうという

ふうに考えているところでございます。 

 

○松木森林整備課長 森林吸収に関するクレ

ジットのお話をいただきました。 

 県有林で取得しているクレジット、トータ

ルでございますが、4,583トンございます。

これは、平成19年から23年の間で実施をいた

しました140ヘクタールの間伐によって得ら

れたクレジットということでございます。 

 そういう中で、現在1,772トン、これは、

平成30年の３月末まででございますが、の販

売実績があるというところで、まだ恐らくマ
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ーケットとの絡みはあるかと思うんですけれ

ども、まだ県が保有している全ての保有する

クレジットの販売には至ってないということ

でございます。 

 これまでの森林整備によって得られたクレ

ジットを、また次の森林整備に再投資できる

という、いい取り組みでもあるかと思います

ので、マーケットの大きさというところも関

係するかと思いますけれども、関係する市町

村なりに情報なりも提供しながら、少しでも

制度が普及できればいいなと思っておりま

す。 

 

○濱田大造委員 金額はどうなんですかね。

ちょっとその辺がわからないんですけれど

も。 

 

○松木森林整備課長 金額でございます。昨

年度末までに1,700トンの販売というところ

で申し上げました。約1,000万円の収入があ

ったというところでございます。 

 

○濱田大造委員 了解しました。ぜひ頑張っ

てください。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 なければ、質疑を閉じま

す。 

 それでは、続きまして、付託調査事件の閉

会中の継続審査についてお諮りします。 

 付託調査事件については、引き続き審査を

する必要があると認められますので、本委員

会を次期定例会まで継続する旨、会議規則第

82条の規定に基づき議長に申し出ることに御

異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 その他に移ります。その他として何かあり

ませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 以上で本日の議題は全て終

了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第16回有明

海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員

会を閉会します。 

 なお、委員の皆様には、御連絡がございま

すので、しばらくお残りください。 

  午後０時44分閉会 
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